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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材に、第１の方向に沿って、中心を境に対向するように配置された第１の画線及び第
２の画線と、
　前記第１の方向と直交する第２の方向に沿って、前記中心を境に対向するように配置さ
れた第３の画線及び第４の画線と、
　を有する画線要素が、一定のピッチで複数マトリクス状に配置されており、
　各々の前記画線要素における前記第１の画線と前記第２の画線とはネガポジの関係にあ
り、かつ、面積が同一であり、前記第１の画線により第１の不可視画像のポジ画像又はネ
ガ画像が形成され、前記第２の画線により前記第１の不可視画像のネガ画像又はポジ画像
が形成され、
　各々の前記画線要素における前記第３の画線と前記第４の画線とはネガポジの関係にあ
り、かつ、面積が同一であり、前記第３の画線により第２の不可視画像のポジ画像又はネ
ガ画像が形成され、前記第４の画線により前記第２の不可視画像のネガ画像又はポジ画像
が形成され、
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線が存在しない領
域で、かつ、前記第１の不可視画像を可視化する際に重ねる判別具の中心線上及び前記第
２の不可視画像を可視化する際に重ねる判別具の中心線上からずれた位置に中心を有する
第５の画線により可視画像が形成されたことを特徴とする偽造防止用印刷物。
【請求項２】
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　前記画線要素は正方形の形状を有し、一辺の長さが１ｍｍ以下であることを特徴とする
請求項１記載の偽造防止用印刷物。
【請求項３】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線は、それぞれ円
形の形状又はそれぞれ多角形の形状を有することを特徴とする請求項１又は２記載の偽造
防止用印刷物。
【請求項４】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線はそれぞれ半円
の形状を有し、
　前記第１の画線と前記第２の画線とが対向するように配置されて前記第１の画線及び前
記第２の画線により一つの円を形成し、
　前記第３の画線と前記第４の画線とが対向するように配置されて前記第３の画線及び前
記第４の画線により一つの円を形成し、
　前記第１の画線の２分の１と前記第３の画線の２分の１とが重複し、前記第１の画線の
２分の１と前記第４の画線の２分の１とが重複し、前記第２の画線の２分の１と前記第３
の画線の２分の１とが重複し、前記第２の画線の２分の１と前記第４の画線の２分の１と
が重複することで、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画
線により一つの円を形成することを特徴とする請求項１又は２記載の偽造防止用印刷物。
【請求項５】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線はそれぞれ二等
辺三角形の形状を有し、
　前記第１の画線と前記第２の画線とが対向するように配置されて前記第１の画線及び前
記第２の画線により一つの四角形を形成し、
　前記第３の画線と前記第４の画線とが対向するように配置されて前記第３の画線及び前
記第４の画線により一つの四角形を形成し、
　前記第１の画線の２分の１と前記第３の画線の２分の１とが重複し、前記第１の画線の
２分の１と前記第４の画線の２分の１とが重複し、前記第２の画線の２分の１と前記第３
の画線の２分の１とが重複し、前記第２の画線の２分の１と前記第４の画線の２分の１と
が重複することで、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画
線により一つの四角形を形成することを特徴とする請求項１又は２記載の偽造防止用印刷
物。
【請求項６】
　前記第５の画線が前記画線要素の中心に配置され、前記第５の画線により第１の可視画
像が形成され、
　前記第１の画線と前記第２の画線とが、前記第５の画線を間に対向するように配置され
、
　前記第３の画線と前記第４の画線とが、前記第５の画線を間に対向するように配置され
、
　第６の画線が前記画線要素の四隅に配置され、前記第６の画線により第２の可視画像が
形成されていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物
。
【請求項７】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
及び前記第６の画線は光輝性材料を含むインキで印刷され、
　前記光輝性材料を有するインキで印刷された前記第５の画線及び／又は前記第６画線上
における少なくとも一部に、前記第５の画線及び／又は前記第６の画線と各々の大きさが
同じ若しくは小さい画線面積からなる任意の有色インキで印刷された第７の画線を更に備
え、
　前記第７の画線によって第３の可視画像が形成されていることを特徴とする請求項６記
載の偽造防止用印刷物。
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【請求項８】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線及び前記第５の画
線は光輝性材料を含むインキで印刷され、
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線上における少な
くとも一部に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより所望の模様を形成することを特徴と
する請求項１乃至５のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項９】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
及び前記第６の画線は光輝性材料を含むインキで印刷され、
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
及び前記第６の画線上における少なくとも一部に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより
所望の模様を形成することを特徴とする請求項６記載の偽造防止用印刷物。
【請求項１０】
　基材に、中心を境に対向するように配置された第１の画線及び第２の画線から成る第１
の画線要素が、一定の方向に沿って規則的に一定ピッチで複数配置された第１の不可視画
像要素と、
　中心を境に対向するように配置された第３の画線及び第４の画線から成る第２の画線要
素が、前記一定の方向と同一方向であって、かつ、前記一定ピッチと同じピッチであり、
規則的に複数配置された第２の不可視画像要素とが交互に複数配列されており、
　前記第１の不可視画像要素と前記第２の不可視画像要素は、前記一定の方向に沿って前
記一定のピッチの１／４ピッチずれて形成され、
　各々の前記第１の画線要素における前記第１の画線と前記第２の画線とはネガポジの関
係にあり、かつ、面積及び色が同一であり、
　前記第１の画線により第１の不可視画像のポジ画像又はネガ画像が形成され、前記第２
の画線により前記第１の不可視画像のネガ画像又はポジ画像が形成され、
　各々の前記第２の画線要素における前記第３の画線と前記第４の画線とはネガポジの関
係であって、かつ、面積及び色が同一であり、
　前記第３の画線により第２の不可視画像のポジ画像又はネガ画像が形成され、前記第４
の画線により前記第２の不可視画像のネガ画像又はポジ画像が形成されていることを特徴
とする偽造防止用印刷物。
【請求項１１】
　前記第１の画線要素のピッチ及び前記第２の画線要素のピッチが１ｍｍ以下であること
を特徴とする請求項１０記載の偽造防止用印刷物。
【請求項１２】
　前記第１の画線要素を構成する前記第１の画線と前記第２の画線及び前記第２の画線要
素を構成する前記第３の画線及び前記第４の画線は、互いに形状が同一であることを特徴
とする請求項１０又は１１記載の偽造防止用印刷物。
【請求項１３】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線の形状及び色が
同一であることを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物
。
【請求項１４】
　前記第１の画線と前記第２の画線から成る前記第１の画線要素と、前記第３の画線と前
記第４の画線から成る前記第２の画線要素の色が異なることを特徴とする請求項１０乃至
１２のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項１５】
　前記第１の不可視画像要素及び前記第２の不可視画像要素において、
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線の一部の画線と
重複する位置に第５の画線が配置され、
　前記第５の画線は、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の
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画線と面積が同一又は大きく、
　前記第５の画線により可視画像が形成されていることを特徴とする請求項１０乃至１４
のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項１６】
　前記第５の画線の色濃度は、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前
記第４の画線の色濃度と同一か、又は低いことを特徴とする請求項１０乃至１５のいずれ
か１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項１７】
　前記第５の画線は、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の
画線と同じ形状であることを特徴とする請求項１０乃至１６のいずれか１項記載の偽造防
止用印刷物。
【請求項１８】
　前記第５の画線を、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の
画線の一部の画線と重複する位置に配置されているというのは、前記第１の不可視画像要
素及び前記第２の不可視画像要素を規則的に複数配列する際に、本来配置されるべく前記
一部の画線の位置に、前記一部の画線が配置されずに前記第５の画線のみが配置されてい
るか、又は前記一部の画線が配置された上に、前記第５の画線が重ね刷りして配置された
ことを特徴とする請求項１０乃至１７のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項１９】
　前記第１の画線乃至前記第４の画線又は前記第１の画線乃至前記第５の画線は光輝性材
料を含むインキで印刷され、
　前記光輝性材料を有するインキで印刷された前記第１の画線乃至前記第４の画線又は前
記第１の画線乃至前記第５の画線から選択される少なくとも一部の画線上に、前記第１の
画線乃至前記第４の画線又は前記第１の画線乃至前記第５の画線と各々の大きさが同じ若
しくは小さい画線面積から成る任意の有色インキで印刷された第６の画線を更に備え、
　前記第６の画線によって第３の可視画像が形成されていることを特徴とする請求項１０
乃至１８のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項２０】
　前記第１の画線乃至前記第４の画線又は前記第１の画線乃至前記第５の画線は光輝性材
料を含むインキで印刷され、
　前記第１の画線乃至前記第４の画線又は前記第１の画線乃至前記第５の画線上における
少なくとも一部の画線上に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより所望の模様が形成され
ていることを特徴とする請求項１０乃至１８のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項２１】
　基材に、第１の方向に沿って、中心を境に対向するように配置された第１の画線及び第
２の画線から成るユニットが、所定の領域に、規則的に一定ピッチで複数配置され、
　前記複数配置された各々のユニットにおいて、前記第１の画線と前記第２の画線とはネ
ガポジの関係にあり、かつ、面積及び色が同一であり、
　前記第１の画線と前記第２の画線において、一方をオン、他方をオフとの組み合わせに
より不可視画像が形成され、
　前記不可視画像を形成するために配置された前記第１の画線及び前記第２の画線のうち
、複数隣接して配置されたユニットのうち、オフとなっている部分が隣接して配置されて
いる位置に、前記所定の領域における濃度の不均衡を緩和するため、前記第１の画線及び
前記第２の画線における略半分の画線面積率、かつ、略同色である第３の画線が、前記第
１の画線と前記第２の画線の境界線を中心として配置されて成る偽造防止用印刷物。
【請求項２２】
　前記ユニット同士の一定のピッチが、１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項２１記
載の偽造防止用印刷物。
【請求項２３】
　前記第１の画線及び／又は前記第２の画線が本来前記不可視画像を形成する一部の画線
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の位置に、第４の画線が重ね刷りにより又は前記第４の画線のみが配置され、
　前記第４の画線は、前記第１の画線及び前記第２の画線と面積が同一又は大きく、
　前記第４の画線により可視画像が形成されていることを特徴とする請求項２１又は２２
記載の偽造防止用印刷物。
【請求項２４】
　前記第４の画線の色濃度は、前記第１の画線及び前記第２の画線の色濃度と同一か、又
は低いことを特徴とする請求項２１乃至２３のいずれ１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項２５】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線は光輝性材料を含
むインキで印刷され、
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線の画線の一部の画
線上に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより所望の模様を形成することを特徴とする請
求項２１乃至２４のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項２６】
　基材に、第１の方向に沿って、中心を境に対向するように配置された第１の画線及び第
２の画線と、前記第１の方向に直行する第２の方向に沿って、前記中心を境に対向するよ
うに配置された第３の画線及び第４の画線とを有するユニットが、所定の領域に、規則的
に一定ピッチで複数配置され、
　前記複数配置された各々のユニットにおいて、前記第１の画線と前記第２の画線とはネ
ガポジの関係にあり、かつ、前記第３の画線と前記第４の画線とはネガポジの関係にあり
、
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線は、面積及び色
が同一であり、
　前記第１の画線と前記第２の画線において、一方をオン、他方をオフとの組み合わせに
より第１の不可視画像が形成され、
　前記第１の不可視画像を形成するために配置された前記第１の画線及び前記第２の画線
のうち、複数隣接して配置されたユニットのうち、オフとなっている部分が隣接して配置
されている位置に、前記所定の領域における濃度の不均衡を緩和するために、前記第１の
画線及び前記第２の画線における略半分の画線面積率を有する第５の画線が、ユニット同
士の境界線を中心として配置され、
　前記第３の画線と前記第４の画線において、一方をオン、他方をオフとの組み合わせに
より第２の不可視画像が形成され、
　前記第２の不可視画像を形成するために配置された前記第３の画線及び前記第４の画線
のうち、複数隣接して配置されたユニットのうち、オフとなっている部分が隣接して配置
されている位置に、前記所定の領域における濃度の不均衡を緩和するために、前記第３の
画線及び前記第４の画線における略半分の画線面積率を有する第６の画線が、前記ユニッ
ト同士の境界線を中心として配置されて成る偽造防止用印刷物。
【請求項２７】
　前記ユニットは正方形の形状を有し、一辺の長さが１ｍｍ以下であることを特徴とする
請求項２６記載の偽造防止用印刷物。
【請求項２８】
　前記ユニットは、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画
線が存在しない領域に配置された第７の画線を更に有し、
　前記第７の画線により可視画像が形成されていることを特徴とする請求項２６又は２７
記載の偽造防止用印刷物。
【請求項２９】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線は、それぞれ円
形又は多角形の形状を有することを特徴とする請求項２６乃至２８のいずれか１項記載の
偽造防止用印刷物。
【請求項３０】
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　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線は、それぞれ半
円の形状又は二等辺三角形を有し、
　前記第１の画線と前記第２の画線が半円の形状のときには、前記第１の画線と前記第２
の画線により一つの円が形成され、前記第１の画線と前記第２の画線が二等辺三角形のと
きには、前記第１の画線と前記第２の画線により一つの四角形が形成され、
　前記第３の画線と前記第４の画線が半円の形状のときには、前記第３の画線と前記第４
の画線により一つの円が形成され、前記第３の画線と前記第４の画線が二等辺三角形のと
きには、前記第３の画線と前記第４の画線により一つの四角形が形成され、
　前記第１の画線の２分の１と前記第３の画線の２分の１とが重複し、前記第１の画線の
２分の１と前記第４の画線の２分の１とが重複し、前記第２の画線の２分の１と前記第３
の画線の２分の１とが重複し、前記第２の画線の２分の１と前記第４の画線の２分の１と
が重複することで、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画
線により一つの円又は一つの四角形が形成されていることを特徴とする請求項２６乃至２
８のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項３１】
　前記第７の画線が前記ユニットの中心に配置され、前記第７の画線により第１の可視画
像が形成され、
　前記第１の画線と前記第２の画線とが、前記第７の画線を挟んで対向するように配置さ
れ、かつ、前記第３の画線と前記第４の画線とが、前記第７の画線を挟んで対抗するよう
に配置され、
　さらに、第８の画線が前記ユニットの四隅に配置され、前記第８の画線により第２の可
視画像が形成されていることを特徴とする請求項２６乃至３０のいずれか１項記載の偽造
防止用印刷物。
【請求項３２】
　前記第１の画線と前記第２の画線が、前記第１の方向に隣接して配置されて前記第１の
不可視画像を形成するために本来存在する位置、及び前記第３の画線と前記第４の画線が
、前記第２の方向に隣接して配置されて前記第２の不可視画像を形成するために本来存在
する位置において、前記所定の領域における濃度の不均衡を緩和するために、前記第１の
画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線における略半分の画線面積率
を有する第９の画線が、前記ユニットの中心に配置されたことを特徴とする請求項３１記
載の偽造防止用印刷物。
【請求項３３】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線及び前記第４の画線が存在しないユ
ニットにおいて、前記ユニットの中心に配置された第９の画線を更に有し、
　前記第９の画線が、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線又は前記第４の
画線と略同一の画線面積であることを特徴とする請求項２６乃至２９のいずれか１項記載
の偽造防止用印刷物。
【請求項３４】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
、前記第６の画線、前記第７の画線、前記第８の画線及び前記第９の画線は光輝性材料を
含むインキで印刷され、
　前記光輝性材料を有するインキで印刷された前記第７の画線及び／又は前記第８の一部
の画線上に、前記第７の画線及び／又は前記第８と同じ若しくは小さい画線面積から成る
任意の有色インキで印刷された第１０の画線を更に備え、
　前記第１０の画線によって第３の可視画像が形成されていることを特徴とする請求項２
６乃至３３のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項３５】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
、前記第６の画線、前記第７の画線、前記第８の画線及び前記第９の画線は光輝性材料を
含むインキで印刷され、
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　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
、前記第６の画線、前記第７の画線、前記第８の画線及び前記第９の画線の一部の画線上
に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより所望の模様を形成することを特徴とする請求項
２６乃至３３のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項３６】
　基材に、第１の方向に沿って配置された第１の画線と、前記第１の画線と同一方向に配
置された第２の画線が一対となって形成された第１の画線要素が一定のピッチで複数配置
され、
　前記第１の方向と異なる方向である第２の方向に沿って配置された第３の画線と、前記
第３の画線と同一方向に配置された第４の画線が一対となって形成された第２の画線要素
が一定のピッチで複数配置され、
　前記第１の方向及び前記第２の方向と異なる方向である第３の方向に沿って配置された
第５の画線と、前記第５の画線と同一方向に配置された第６の画線が一対となって形成さ
れた第３の画線要素が一定のピッチで複数配置され、
　前記一対となって形成された前記第１の画線と前記第２の画線の面積が同一であり、前
記一対となって形成された前記第３の画線と前記第４の画線の面積が同一であり、前記一
対となって形成された前記第５の画線と前記第６の画線の面積が同一であり、
　前記第１の画線要素が形成された前記第１の方向を０度とした場合に、前記第２の画線
要素が配列される前記第２の方向が６０度であり、前記第３の画線要素が配列される前記
第３の方向が１２０度で形成され、
　前記第１の画線と前記第２の画線からなる各々の前記第１の画線要素はオンオフの関係
によって第１の不可視画像を形成し、前記第１の画線によって前記第１の不可視画像のポ
ジ画像又はネガ画像の一方が形成され、前記第２の画線によって前記第１の不可視画像の
ネガ画像又はポジ画像の他方が形成され、
　前記第３の画線と前記第４の画線からなる各々の前記第２の画線要素はオンオフの関係
によって第２の不可視画像を形成し、前記第３の画線によって前記第２の不可視画像のポ
ジ画像又はネガ画像の一方が形成され、前記第４の画線によって前記第２の不可視画像の
ネガ画像又はポジ画像の他方が形成され、
　前記第５の画線と前記第６の画線からなる各々の前記第３の画線要素はオンオフの関係
によって第３の不可視画像を形成し、前記第５の画線によって前記第３の不可視画像のポ
ジ画像又はネガ画像の一方が形成され、前記第６の画線によって前記第３の不可視画像の
ネガ画像又はポジ画像の他方が形成され、
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
及び前記第６の画線が存在しない領域で、かつ、前記第１の不可視画像を可視化する際に
重ねる判別具の中心線上、前記第２の不可視画像を可視化する際に重ねる判別具の中心線
上及び前記第３の不可視画像を可視化する際に重ねる判別具の中心線上からずれた位置に
中心を有する第７の画線により第１の可視画像が形成されたことを特徴とする偽造防止用
印刷物。
【請求項３７】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
及び前記第６の画線の形状及び色が同一であることを特徴とする請求項３６記載の偽造防
止用印刷物。
【請求項３８】
　前記第１の画線と前記第２の画線から成る第１の画線要素と、前記第３の画線と前記第
４の画線から成る第２の画線要素と、前記第５の画線及び前記第６の画線から成る第３の
画線要素の色が互いに異なることを特徴とする請求項３６記載の偽造防止用印刷物。
【請求項３９】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
及び前記第６の画線は、光輝性材料を含むインキで印刷され、
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
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及び前記第６の画線の少なくとも一部の画線上に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより
所望の模様を形成することを特徴とする請求項３６又は３７項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項４０】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
、前記第６の画線及び前記第７の画線が存在しない領域で、かつ、前記第１の不可視画像
を可視化する際に重ねる判別具の中心線上、前記第２の不可視画像を可視化する際に重ね
る判別具の中心線上及び前記第３の不可視画像を可視化する際に重ねる判別具の中心線上
からずれた位置に中心を有する第８の画線により第２の可視画像が形成されたことを特徴
とする請求項３６乃至３９のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項４１】
　前記第７の画線及び／又は前記第８の画線は、前記第１の画線、前記第２の画線、前記
第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線及び前記第６の画線のいずれかの画線で配
列された六角形配列内又は三角形配列内の中心に配置されて形成されていることを特徴と
する請求項４０項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項４２】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
及び前記第６の画線は、それぞれ円形の形状、それぞれ半円形以下の形状、それぞれ多角
形の形状を有することを特徴とする請求項３６乃至４１のいずれか１項記載の偽造防止用
印刷物。
【請求項４３】
　前記第７の画線及び／又は前記第８の画線は、それぞれ円形の形状、それぞれ多角形の
形状を有することを特徴とする請求項４０乃至４２のいずれか１項記載の偽造防止用印刷
物。
【請求項４４】
　前記第７の画線及び前記第８の画線は、光輝性材料を含むインキで印刷され、
　前記第７の画線及び前記第８の画線の少なくとも一部の画線上に、無色透明材料を用い
てベタ刷りにより所望の模様を形成することを特徴とする請求項４０乃至４３のいずれか
１項記載の偽造防止用印刷物。
【請求項４５】
　前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線
、前記第６の画線、前記第７の画線及び前記第８の画線は、光輝性材料を含むインキで印
刷され、
　前記第７の画線及び／又は前記第８の画線の一部の画線上に、前記第７の画線及び／又
は前記第８の画線と同じ若しくは小さい画線面積から成る任意の有色インキで印刷された
第９の画線を更に備え、前記第９の画線によって第３の可視画像が形成されていることを
特徴とする請求項４０乃至４４のいずれか１項記載の偽造防止用印刷物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀行券、株券、債券等の有価証券、各種証明書及び重要書類等の偽造防止又
は複製防止が必要とされる印刷物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に証明書類の貴重印刷物では、偽造防止効果を与えるために様々な技術が適用さ
れているが、近年、カラー複写機の高画質化及びカラー製版技術のコンピュータ化に伴い
、証明書類の偽造技術が多様化する傾向にある。これに伴う証明書類の偽造防止策も、高
度化することによって対応してきた。しかし、その一方で、偽造防止策に費やす製造コス
トも上がり、偽造防止効果を確認する環境を得るために特殊な機械器具から成る専用設備
を導入する等、真偽判定にて高コストとなる場合があった。
【０００３】
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　低コストで真偽判定を可能にする有用な方法に、印刷物上に判別具を重ねて行う技術が
ある。つまり、不可視画像が施されている印刷物に判別具を重ねることによって、不可視
画像を可視画像として発現させるもので、この判別具の主な形態は、平行線スクリーンを
印刷した透明シート（以下「万線フィルタ」という。）であったり、レンチキュラーレン
ズであったりする。この判別具を用いて不可視画像を発現させる技術は、主に２種類の方
法があり、点位相変調（Dot phase modulation）と線位相変調（Line phase modulation
）とが存在する。
【０００４】
　このような万線フィルタから成る判別具を重ね合わせることにより潜像画像が発現する
印刷物とその真偽判別方法としては、万線（又は網点）画線で印刷した背景画像部と、背
景画像部と異なる位相の万線（又は網点）画線で印刷した潜像画像部とを有する印刷物が
存在する。当該印刷物の背景画像部と潜像画像部は、区分けして視認することが一見困難
であるが、万線フィルタを印刷物に所定の位置で重ね合わせた場合には、背景画像部と潜
像画像部を区分けして視認できる方法が知られている。
【０００５】
　点位相変調（Dot phase modulation）の一例としては、第１の方向と第２の方向に位相
変調されたパターンが形成された印刷物と、当該印刷物の第１の方向と万線状フィルタの
万線状パターンの方向とを一致するように万線状フィルタを重ね合わせることにより形成
される第１の多階調画像と、万線状フィルタの重ね合わせる角度を印刷物の第２の方向に
一致するように変えると第２の多階調画像が形成された印刷物及び画像形成法がある（例
えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、点位相変調（Dot phase modulation）の一例としては、基材上に、レンズアレイ
（ハエの目レンズ、ハニカムレンズ、レンチキュラーレンズ等）を重ねることにより画像
が現れるドットパターンを構成するそれぞれのドットが、少なくとも２種類以上のスクリ
ーン線数で、かつ、少なくとも２種類以上のスクリーン角度の網点から成る印刷物におい
て、真正物であればドットパターンを構成するそれぞれのドットの網点面積率が同じであ
るため、レンズアレイを重ねることにより不可視画像が発現し、複写物の場合は、コピー
することによりスクリーン線数の大きさ又は網点角度で再現されるドットが潰れ、ドット
の濃度が変化することにより不可視画像と異なる画像が発現する印刷物がある（例えば、
特許文献２参照）。
【０００７】
　また、海外の点位相変調（Dot phase modulation）の一例としては、アストロン・デザ
イン社（オランダ）のイソグラム（Isogram）がある（例えば、非特許文献１３４０頁参
照）。これは、図２７（ａ）に示された印刷物のように、一見して均一な濃度を有する平
坦な模様の中に、拡大すると図２７（ｂ）に示されたような微細な網点の位相によって不
可視画像が施され、印刷物上に専用のシートを重ねると、図２７（ｃ）又は図２７（ｄ）
に示されるようにネガポジ状のどちらかに可視画像化されたものである。しかし、これは
、均一な濃度を有する平坦な模様故に、鮮明に画像を発現させることができない。
【０００８】
　また、本願出願人等は、点位相変調（Dot phase modulation）を用いた印刷物に関する
特許出願を行っている。これは、基材上に複数の等色の画素が規則的に配列されて二つの
潜像模様が形成された潜像印刷物であって、複数の画素において、第１の方向に位相をず
らして配列された第１の領域による第１の潜像模様（不可視画像）と、機能性を有するイ
ンキにより印刷された第２の領域による第２の潜像模様（不可視画像）とを有する（例え
ば、特許文献３参照）。
【０００９】
　線位相変調（Line phase modulation）の一例としては、基材上に、線部と非線部を有
し、同一ピッチ及び幅から成る万線パターンに対し、万線位相を２分の１ピッチずらして
形成された潜像部を備えている複数種の潜像万線パターンが、それぞれ異なる角度で重ね
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合わされて印刷された潜像を有する印刷物であって、複数種の潜像万線パターンがそれぞ
れ色違いであることを特徴とする印刷物と、印刷物の万線パターンと同一ピッチのフィル
ムを複数種の不可視画像に重ね合わせることにより潜像部を可視画像化されたものがある
（例えば、特許文献４参照）。
【００１０】
　また、海外の線位相変調（Line phase modulation）を用いた印刷物には、ユラ社（ハ
ンガリー）のＨＩＴ（Hidden Image Technology）がある（非特許文献１３４１頁参照）
。図２８（ａ）に示されたように、一見して均一な濃度を有する平坦な模様の中に、拡大
すると図２８（ｂ）に示されたような微細な万線の位相によって不可視画像が施され、印
刷物上に専用のシートを重ねると、図２８（ｃ）又は図２８（ｄ）に示されるようにネガ
ポジ状のどちらかに可視画像化されている。なお、図２８（ａ）の印刷物では通常視でも
不可視画像が確認できてしまうおそれがあるため、図２８（ｂ）に示されたように、カム
フラージュ模様として万線の一部の画線幅を変化させて可視画像を設けている。また、白
抜き画線によって可視画像を設けても良い。ただし、このカムフラージュ模様は、専用の
シートを重ねて不可視画像を可視画像化した際、カモフラージュ模様も可視画像として同
時に発現しているので、不可視画像の発現時の視認性を阻害するという問題がある。
【００１１】
　一般的に、点位相変調（Dot phase modulation）又は線位相変調（Line phase modulat
ion）により形成された模様は、平坦な形状となっている。
【００１２】
　また、画像形成シート上に、単位ブロック内をｍ列ｎ行に等形状分割した各々最小単位
ブロックｂ１、ｂ２、ｂ３、ｂ４、・・・を、それぞれ１単位画素ｇ１、ｇ２、ｇ３、ｇ
４、・・・とする各々潜像画像Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３、Ｇ４、・・・が形成され、その単位画
素ｇ１、ｇ２、ｇ３、ｇ４、・・・は、万線本数１本分以上の万線により構成される万線
パターンであって、ピッチｐ１、ｐ２、ｐ３、ｐ４、・・・の各々万線ピッチｐと、角度
θ１、θ２、θ３、θ４・・・の各々万線角度θの万線により構成される異なる各々万線
パターンのうち、いずれかの万線パターンにより構成された偽造防止用画像印刷物であり
、１単位画素ｇ１、ｇ２、ｇ３、ｇ４、・・・を構成する万線パターンと、同一の万線ピ
ッチｐ及び万線角度θの万線により構成されるそれぞれ異なる万線パターンを、透明シー
トに形成した顕像化用の万線シートを重ね合わせることで、潜像画像Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３、
Ｇ４、・・・を顕像化するようにした偽造防止用画像印刷物が提案されている（例えば、
特許文献５参照）。
【００１３】
　この特許文献５による偽造防止用画像印刷物は、各々の単位画素において万線パターン
のピッチ及び角度を異ならせることにより、複数の潜像画像を顕像化するものではあるが
、可視画像としては、一様な背景模様としか表現できず、更に潜像画像を顕像化するため
には、その潜像画像を構成する単位画素の万線パターンに合ったピッチ及び角度を要する
透明シートが必要となり、複数の判別具を用意しなければならないという問題があった。
【非特許文献１】Optical Security and Counterfeit Deterrence Techniques IV Vol.46
77 ( by SPIE-The International Society for Optical Engineering )
【特許文献１】特許第４１３２１２２号公報
【特許文献２】特許第４０１３４５０号公報
【特許文献３】特願２００７－４３１７１号公報
【特許文献４】特開２００４－１７４９９７号公報
【特許文献５】特開２００７－１５１２０号公報
【発明の開示】
【００１４】
　上述した従来の印刷物では、潜像模様が平坦な濃度を有する印刷画線から成るため、鮮
明に発現可能な不可視画像を形成することができなかった。
【００１５】
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　また、何らかの可視画像を設けたとしても、特許文献２に記載された印刷物のように単
純な白抜き画線から成るため、不可視画像を発現させた時の視認性を阻害するという問題
があった。更に、特許文献５に記載された印刷物のように複数の判別具を必要とするもの
もあった。
【００１６】
　本発明は、上記事情にかんがみ、単一の判別具により鮮明な発現が可能な不可視画像を
形成するとともに、不可視画像を発現させた時に可視画像によって視認性が阻害されない
偽造防止用印刷物を提供することを目的とする。
【００１７】
　本発明による偽造防止用印刷物は、基材に、第１の方向に沿って、中心を境に対向する
ように配置された第１の画線及び第２の画線と、第１の方向と直交する第２の方向に沿っ
て、中心を境に対向するように配置された第３の画線及び第４の画線とを有する画線要素
が、一定のピッチで複数マトリクス状に配置されており、各々の画線要素における第１の
画線と第２の画線とはネガポジの関係にあり、かつ、面積が同一であり、第１の画線によ
り第１の不可視画像のポジ画像又はネガ画像が形成され、第２の画線により第１の不可視
画像のネガ画像又はポジ画像が形成され、各々の画線要素における第３の画線と第４の画
線とはネガポジの関係にあり、かつ、面積が同一であり、第３の画線により第２の不可視
画像のポジ画像又はネガ画像が形成され、第４の画線により第２の不可視画像のネガ画像
又はポジ画像が形成され、第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画線が存在し
ない領域で、かつ、第１の不可視画像を可視化する際に重ねる判別具の中心線上及び第２
の不可視画像を可視化する際に重ねる判別具の中心線上からずれた位置に中心を有する第
５の画線により可視画像が形成されたことを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００１８】
　また、本発明の偽造防止用印刷物における画線要素は、正方形の形状を有し、一辺の長
さが１ｍｍ以下であっても良い。
【００２０】
　本発明の偽造防止用印刷物における第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画
線は、それぞれ円形の形状又はそれぞれ多角形の形状を有することもできる。
【００２１】
　本発明の偽造防止用印刷物における第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画
線は、それぞれ半円の形状を有し、第１の画線と第２の画線とが対向するように配置され
て第１の画線及び第２の画線により一つの円を形成し、第３の画線と第４の画線とが対向
するように配置されて第３の画線及び第４の画線により一つの円を形成し、第１の画線の
２分の１と第３の画線の２分の１とが重複し、第１の画線の２分の１と第４の画線の２分
の１とが重複し、第２の画線の２分の１と第３の画線の２分の１とが重複し、第２の画線
の２分の１と第４の画線の２分の１とが重複することで、第１の画線、第２の画線、第３
の画線及び第４の画線により一つの円を形成するものであっても良い。
【００２２】
　本発明の偽造防止用印刷物における第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画
線は、それぞれ二等辺三角形の形状を有し、第１の画線と第２の画線とが対向するように
配置されて第１の画線及び第２の画線により一つの四角形を形成し、第３の画線と第４の
画線とが対向するように配置されて第３の画線及び第４の画線により一つの四角形を形成
し、第１の画線の２分の１と第３の画線の２分の１とが重複し、第１の画線の２分の１と
第４の画線の２分の１とが重複し、第２の画線の２分の１と第３の画線の２分の１とが重
複し、第２の画線の２分の１と第４の画線の２分の１とが重複することで、第１の画線、
第２の画線、第３の画線及び第４の画線により一つの四角形を形成するものであっても良
い。
【００２３】
　本発明の偽造防止用印刷物は、第５の画線が画線要素の中心に配置され、第５の画線に
より第１の可視画像が形成され、第１の画線と第２の画線とが、第５の画線を間に対向す
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るように配置され、第３の画線と第４の画線とが、第５の画線を間に対向するように配置
され、第６の画線が画線要素の四隅に配置され、第６の画線により第２の可視画像が形成
されているものであっても良い。
【００２４】
　本発明の偽造防止用印刷物は、第１の画線、第２の画線、第３の画線、第４の画線、第
５の画線及び第６の画線は光輝性材料を含むインキで印刷され、光輝性材料を有するイン
キで印刷された第５の画線及び／又は第６の画線上における少なくとも一部に、第５の画
線及び／又は第６の画線と各々の大きさが同じ若しくは小さい画線面積からなる任意の有
色インキで印刷された第７の画線を更に備え、第７の画線によって第３の可視画像が形成
されているものであっても良い。
【００２５】
　本発明の偽造防止用印刷物は、第１の画線、第２の画線、第３の画線、第４の画線、第
５の画線及び／又は第６の画線は光輝性材料を含むインキで印刷され、第１の画線、第２
の画線、第３の画線、第４の画線、第５の画線及び／又は第６の画線上における少なくと
も一部の画線上に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより所望の模様を形成されているも
のであっても良い。
【００２６】
　本発明による偽造防止用印刷物は、基材に、中心を境に対向するように配置された第１
の画線及び第２の画線から成る第１の画線要素が、一定の方向に沿って規則的に一定ピッ
チで複数配置された第１の不可視画像要素と、中心を境に対向するように配置された第３
の画線及び第４の画線から成る第２の画線要素が、一定の方向と同一方向であって、かつ
、一定ピッチと同じピッチであり、規則的に複数配置された第２の不可視画像要素とが交
互に複数配列されており、第１の不可視画像要素と第２の不可視画像要素は、一定の方向
に沿って一定のピッチの１／４ピッチずれて形成され、各々の第１の画線要素における第
１の画線と第２の画線とはネガポジの関係にあり、かつ、面積及び色が同一であり、第１
の画線により第１の不可視画像のポジ画像又はネガ画像が形成され、第２の画線により第
１の不可視画像のネガ画像又はポジ画像が形成され、各々の第２の画線要素における第３
の画線と第４の画線とはネガポジの関係であって、かつ、面積及び色が同一であり、第３
の画線により第２の不可視画像のポジ画像又はネガ画像が形成され、第４の画線により第
２の不可視画像のネガ画像又はポジ画像が形成されていることを特徴とする偽造防止用印
刷物である。
【００２７】
　また、本発明の偽造防止用印刷物は、第１の画線要素のピッチ及び第２の画線要素のピ
ッチが１ｍｍ以下であることを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の偽造防止用印刷物は、第１の画線要素を構成する第１の画線と第２の画
線及び第２の画線要素を構成する第３の画線及び第４の画線が、互いに形状が同一である
ことを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明の偽造防止用印刷物は、第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の
画線の形状及び色が、同一であることを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明の偽造防止用印刷物は、第１の画線と前記第２の画線から成る第１の画線
要素と、第３の画線と第４の画線から成る第２の画線要素の色が異なることを特徴とする
。
【００３１】
　また、本発明の偽造防止用印刷物は、第１の不可視画像要素及び第２の不可視画像要素
において、第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画線の一部の画線と重複する
位置に第５の画線が配置され、第５の画線は、第１の画線、第２の画線、第３の画線及び
第４の画線と面積が同一か、又は大きく、第５の画線により可視画像が形成されているこ
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とを特徴とする。
【００３２】
　また、本発明の偽造防止用印刷物は、第５の画線の色濃度は、第１の画線、第２の画線
、第３の画線及び第４の画線の色濃度と同一か、又は低いことを特徴とする。
【００３３】
　また、本発明の偽造防止用印刷物は、第５の画線は、第１の画線、第２の画線、第３の
画線及び第４の画線と同じ形状であることを特徴とする。
【００３４】
　また、本発明の偽造防止用印刷物における第５の画線が、第１の画線、第２の画線、第
３の画線及び第４の画線の一部の画線と重複する位置に配置されているというのは、第１
の不可視画像要素及び第２の不可視画像要素を規則的に複数配列する際に、本来配置され
るべく一部の画線の位置に、一部の画線が配置されずに第５の画線のみが配置されている
又は一部の画線が配置された上に、第５の画線が重ね刷りして配置されたことを特徴とす
る。
【００３５】
　また、本発明の偽造防止印刷物における第１乃至第４の画線又は第１乃至第５の画線は
光輝性材料を含むインキで印刷され、光輝性材料を有するインキで印刷された第１乃至第
４の画線又は第１乃至第５の画線から選択される少なくとも一部の画線上に、第１乃至第
４又は第１乃至第５の画線と各々の大きさが同じ若しくは小さい画線面積から成る任意の
有色インキで印刷された第６の画線を更に備え、第６の画線によって第３の可視画像が形
成されていることを特徴としている。
【００３６】
　また、本発明の偽造防止印刷物における第１乃至第４の画線又は第１乃至第５の画線は
光輝性材料を含むインキで印刷され、第１乃至第４の画線又は第１乃至第５の画線上にお
ける少なくとも一部の画線上に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより所望の模様が形成
されていることを特徴としている。
【００３７】
　本発明は、基材に、第１の方向に沿って、中心を境に対向するように（隙間なく）配置
された第１の画線及び第２の画線から成るｕｎｉｔが、所定の領域に、規則的に一定ピッ
チで複数配置され、複数配置された各々のｕｎｉｔにおいて、第１の画線と第２の画線と
はネガポジの関係にあり、かつ、面積及び色が同一であり、第１の画線と第２の画線にお
いて、一方をオン、他方をオフとの組み合わせにより不可視画像が形成され、不可視画像
を形成するために配置された第１の画線及び第２の画線のうち、複数隣接して配置された
ｕｎｉｔのうち、オフとなっている部分が隣接して配置されている位置に、所定の領域に
おける濃度の不均衡を緩和するため、第１の画線及び第２の画線における略半分の画線面
積率、かつ、略同色である第３の画線が、第１の画線と第２の画線の境界線を中心として
配置されて成る偽造防止用印刷物である。
【００３８】
　本発明は、ｕｎｉｔ同士の一定のピッチが、１ｍｍ以下であることを特徴とする偽造防
止用印刷物である。
【００３９】
　本発明は、第１の画線及び／又は第２の画線が本来不可視画像を形成する一部の画線の
位置に、第４の画線が重ね刷りにより又は前記第４の画線のみが配置され、第４の画線は
、第１の画線及び第２の画線と面積が同一又は大きく、第４の画線により可視画像が形成
されていることを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００４０】
　本発明における第４の画線の色濃度は、第１の画線及び第２の画線の色濃度と同一か、
又は低いことを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００４１】
　本発明は、第１の画線、第２の画線、第３の画線、第４の画線は光輝性材料を含むイン
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キで印刷され、第１の画線、第２の画線、第３の画線、第４の画線の画線の一部の画線上
に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより所望の模様を形成することを特徴とする偽造防
止用印刷物である。
【００４２】
　本発明は、基材に、第１の方向に沿って、中心を境に対向するように配置された第１の
画線及び第２の画線と、第１の方向に直行する第２の方向に沿って、中心を境に対向する
ように配置された第３の画線及び第４の画線とを有するｕｎｉｔが、所定の領域に、規則
的に一定ピッチで複数配置され、複数配置された各々のｕｎｉｔにおいて、第１の画線と
第２の画線とはネガポジの関係にあり、かつ、第３の画線と第４の画線とはネガポジの関
係にあり、第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画線は、面積及び色が同一で
あり、第１の画線と第２の画線において、一方をオン、他方をオフとの組み合わせにより
第１の不可視画像が形成され、　第１の不可視画像を形成するために配置された第１の画
線及び第２の画線のうち、複数隣接して配置されたｕｎｉｔのうち、オフとなっている部
分が隣接して配置されている位置に、所定の領域における濃度の不均衡を緩和するために
、第１の画線及び第２の画線における略半分の画線面積率を有する第５の画線が、ｕｎｉ
ｔ同士の境界線を中心として配置され、第３の画線と第４の画線において、一方をオン、
他方をオフとの組み合わせにより第２の不可視画像が形成され、第２の不可視画像を形成
するために配置された第３の画線及び第４の画線のうち、複数隣接して配置されたｕｎｉ
ｔのうち、オフとなっている部分が隣接して配置されている位置に、所定の領域における
濃度の不均衡を緩和するために、第３の画線及び第４の画線における略半分の画線面積率
を有する第６の画線が、ｕｎｉｔ同士の境界線を中心として配置されて成る偽造防止用印
刷物である。
【００４３】
　本発明は、ｕｎｉｔは正方形の形状を有し、一辺の長さが１ｍｍ以下であることを特徴
とする偽造防止用印刷物である。
【００４４】
　本発明におけるｕｎｉｔは、第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画線が存
在しない領域に配置された第７の画線を更に有し、第７の画線により可視画像が形成され
ていることを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００４５】
　本発明における第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画線は、それぞれ円形
又は多角形の形状を有することを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００４６】
　本発明における第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画線は、それぞれ半円
の形状又は二等辺三角形を有し、第１の画線と第２の画線が半円の形状のときには、第１
の画線と第２の画線により一つの円が形成され、第１の画線と第２の画線が二等辺三角形
のときには、第１の画線と第２の画線により一つの四角形が形成され、第３の画線と第４
の画線が半円の形状のときには、第３の画線と第４の画線により一つの円が形成され、第
３の画線と第４の画線が二等辺三角形のときには、第３の画線と第４の画線により一つの
四角形が形成され、第１の画線の２分の１と第３の画線の２分の１とが重複し、第１の画
線の２分の１と第４の画線の２分の１とが重複し、第２の画線の２分の１と第３の画線の
２分の１とが重複し、第２の画線の２分の１と第４の画線の２分の１とが重複することで
、第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画線により一つの円又は一つの四角形
が形成されていることを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００４７】
　本発明は、第７の画線がｕｎｉｔの中心に配置され、第７の画線により第１の可視画像
が形成され、第１の画線と第２の画線とが、第７の画線を挟んで対向するように配置され
、かつ、第３の画線と第４の画線とが、第７の画線を挟んで対抗するように配置され、さ
らに、第８の画線がｕｎｉｔの四隅に配置され、第８の画線により第２の可視画像が形成
されていることを特徴とする偽造防止用印刷物である。
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【００４８】
　本発明は、第１の画線と第２の画線が、第１の方向に隣接して配置されて第１の不可視
画像を形成するために本来存在する位置、及び第３の画線と第４の画線が、第２の方向に
隣接して配置されて第２の不可視画像を形成するために本来存在する位置において、所定
の領域における濃度の不均衡を緩和するために、第１の画線、第２の画線、第３の画線及
び第４の画線における略半分の画線面積率を有する第９の画線が、ｕｎｉｔの中心に配置
されたことを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００４９】
　本発明は、第１の画線、第２の画線、第３の画線及び第４の画線が存在しないｕｎｉｔ
において、ｕｎｉｔの中心に配置された第９の画線を更に有し、第９の画線が、第１の画
線、第２の画線、第３の画線又は第４の画線と略同一の画線面積であることを特徴とする
偽造防止用印刷物である。
【００５０】
　本発明における第１の画線、第２の画線、第３の画線、第４の画線、第５の画線、第６
の画線、第７の画線、第８の画線及び第９の画線は、光輝性材料を含むインキで印刷され
、光輝性材料を有するインキで印刷された第７の画線及び／又は第８の一部の画線上に、
第７の画線及び／又は第８と同じ若しくは小さい画線面積から成る任意の有色インキで印
刷された第１０の画線を更に備え、
　第１０の画線によって第３の可視画像が形成されていることを特徴とする偽造防止用印
刷物である。
【００５１】
　本発明における第１の画線、第２の画線、第３の画線、第４の画線、第５の画線、第６
の画線、第７の画線、第８の画線及び第９の画線は、光輝性材料を含むインキで印刷され
、第１の画線、第２の画線、第３の画線、第４の画線、第５の画線、第６の画線、第７の
画線、第８の画線及び第９の画線の一部の画線上に、無色透明材料を用いてベタ刷りによ
り所望の模様を形成することを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００５２】
　本発明は、基材に、第１の方向に沿って配置された第１の画線と、第１の画線と同一方
向に配置された第２の画線が一対となって形成された第１の画線要素が一定のピッチで複
数配置され、第１の方向と異なる方向である第２の方向に沿って配置された第３の画線と
、第３の画線と同一方向に配置された第４の画線が一対となって形成された第２の画線要
素が一定のピッチで複数配置され、第１の方向及び第２の方向と異なる方向である第３の
方向に沿って配置された第５の画線と、第５の画線と同一方向に配置された第６の画線が
一対となって形成された第３の画線要素が一定のピッチで複数配置され、一対となって形
成された第１の画線と第２の画線の面積が同一であり、一対となって形成された第３の画
線と第４の画線の面積が同一であり、一対となって形成された第５の画線と第６の画線の
面積が同一であり、第１の画線要素が形成された第１の方向を０度とした場合に、第２の
画線要素が配列される第２の方向が６０度であり、第３の画線要素が配列される第３の方
向が１２０度で形成され、第１の画線と第２の画線からなる各々の第１の画線要素はオン
オフの関係によって第１の不可視画像を形成し、第１の画線によって第１の不可視画像の
ポジ画像又はネガ画像の一方が形成され、第２の画線によって第１の不可視画像のネガ画
像又はポジ画像の他方が形成され、第３の画線と第４の画線からなる各々の第２の画線要
素はオンオフの関係によって第２の不可視画像を形成し、第３の画線によって第２の不可
視画像のポジ画像又はネガ画像の一方が形成され、第４の画線によって第２の不可視画像
のネガ画像又はポジ画像の他方が形成され、第５の画線と第６の画線からなる各々の第３
の画線要素はオンオフの関係によって第３の不可視画像を形成し、第５の画線によって第
３の不可視画像のポジ画像又はネガ画像の一方が形成され、第６の画線によって第３の不
可視画像のネガ画像又はポジ画像の他方が形成され、第１の画線、第２の画線、第３の画
線、第４の画線、第５の画線及び第６の画線が存在しない領域で、かつ、第１の不可視画
像を可視化する際に重ねる判別具の中心線上、第２の不可視画像を可視化する際に重ねる
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判別具の中心線上及び第３の不可視画像を可視化する際に重ねる判別具の中心線上からず
れた位置に中心を有する第７の画線により第１の可視画像が形成されたことを特徴とする
偽造防止用印刷物である。
【００５４】
　また、本発明は、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線
、前記第５の画線及び前記第６の画線の形状及び色が同一であることを特徴とする偽造防
止用印刷物である。
【００５５】
　また、本発明は、前記第１の画線と前記第２の画線から成る第１の画線要素と、前記第
３の画線と前記第４の画線から成る第２の画線要素と、前記第５の画線及び前記第６の画
線から成る第３の画線要素の色が互いに異なることを特徴とする偽造防止用印刷物である
。
【００５６】
　また、本発明は、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線
、前記第５の画線及び前記第６の画線は、光輝性材料を含むインキで印刷され、　前記第
１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線及び前記
第６の画線の少なくとも一部の画線上に、無色透明材料を用いてベタ刷りにより所望の模
様を形成することを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００５７】
　また、本発明は、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線
、前記第５の画線、前記第６の画線及び前記第７の画線が存在しない領域で、かつ、前記
第１の不可視画像を可視化する際に重ねる判別具の中心線上、前記第２の不可視画像を可
視化する際に重ねる判別具の中心線上及び前記第３の不可視画像を可視化する際に重ねる
判別具の中心線上からずれた位置に中心を有する第８の画線により第２の可視画像が形成
されたことを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００５８】
　また、本発明は、前記第７の画線及び／又は前記第８の画線は、前記第１の画線、前記
第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線、前記第５の画線及び前記第６の画線のい
ずれかの画線で配列された六角形配列内又は三角形配列内の中心に配置されて形成されて
いることを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００５９】
　また、本発明における前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の
画線、前記第５の画線及び前記第６の画線は、それぞれ円形の形状、それぞれ半円形以下
の形状、それぞれ多角形の形状を有することを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００６０】
　また、本発明における前記第７の画線及び／又は前記第８の画線は、それぞれ円形の形
状、それぞれ多角形の形状を有することを特徴とする偽造防止用印刷物である。
【００６１】
　また、本発明における前記第７の画線及び前記第８の画線は、光輝性材料を含むインキ
で印刷され、前記第７の画線及び前記第８の画線の少なくとも一部の画線上に、無色透明
材料を用いてベタ刷りにより所望の模様を形成することを特徴とする偽造防止用印刷物で
ある。
【００６２】
　また、本発明は、前記第１の画線、前記第２の画線、前記第３の画線、前記第４の画線
、前記第５の画線及び前記第６の画線は、光輝性材料を含むインキで印刷され、前記第７
の画線及び／又は前記第８の画線の一部の画線上に、前記第７の画線及び／又は前記第８
の画線と同じ若しくは小さい画線面積から成る任意の有色インキで印刷された第９の画線
を更に備え、前記第９の画線によって第３の可視画像が形成されていることを特徴とする
偽造防止用印刷物である。
【００６３】
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　本発明の偽造防止用印刷物によれば、単一の判別具により鮮明な発現が可能な不可視画
像が形成されるとともに、不可視画像を発現させた時に可視画像によって視認性が阻害さ
れず、印刷再現上の不具合を解消した偽造防止用印刷物が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施の形態１～３による印刷物と判別具とを示す斜視図。
【図２】同印刷物を目視により観察した時に視認される模様の一例を示す説明図。
【図３】同印刷物に所定の角度で判別具を重ね合わせた時に視認される模様の一例を示す
説明図。
【図４】同印刷物に上記所定の角度と９０度をなす角度で判別具を重ね合わせた時に視認
される模様の一例を示す説明図。
【図５】本発明の実施の形態１による印刷物における一画線の構成を示す説明図。
【図６】同実施の形態１による印刷物の一画線をマトリクス状に配置した様子を示す説明
図。
【図７】同実施の形態１による印刷物上にレンチキュラーレンズを重ね合わせて目視で観
察する様子を示す説明図。
【図８】同実施の形態１による印刷物において画線Ａ上に中心線が位置するようにレンチ
キュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説明図
。
【図９】同実施の形態１による印刷物において画線Ａ’上に中心線が位置するようにレン
チキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説明
図。
【図１０】同実施の形態１による印刷物において画線Ｂ上に中心線が位置するようにレン
チキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説明
図。
【図１１】同実施の形態１による印刷物において画線Ｂ’上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説
明図。
【図１２】本発明の実施の形態２による印刷物における一画線の構成を示す説明図。
【図１３】同実施の形態２による印刷物の一画線をマトリクス状に配置した様子を示す説
明図。
【図１４】同実施の形態２による印刷物上にレンチキュラーレンズを重ね合わせて目視で
観察する様子を示す説明図。
【図１５】同実施の形態２による印刷物において画線Ａ上に中心線が位置するようにレン
チキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説明
図。
【図１６】同実施の形態２による印刷物において画線Ａ’上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説
明図。
【図１７】同実施の形態２による印刷物において画線Ｂ上に中心線が位置するようにレン
チキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説明
図。
【図１８】同実施の形態２による印刷物において画線Ｂ’上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説
明図。
【図１９】本発明の実施の形態３による印刷物に施された模様を示した説明図。
【図２０】同実施の形態３による印刷物における一画線の構成を示す説明図。
【図２１】同実施の形態３による印刷物の一画線をマトリクス状に配置した様子を示す説
明図。
【図２２】同実施の形態３による印刷物上にレンチキュラーレンズを重ね合わせて目視で
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観察する様子を示す説明図。
【図２３】同実施の形態３による印刷物において画線Ａ上に中心線が位置するようにレン
チキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説明
図。
【図２４】同実施の形態３による印刷物において画線Ａ’上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説
明図。
【図２５】同実施の形態３による印刷物において画線Ｂ上に中心線が位置するようにレン
チキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説明
図。
【図２６】同実施の形態３による印刷物において画線Ｂ’上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説
明図。
【図２７】従来の印刷物の一例を示す説明図。
【図２８】従来の印刷物の一例を示す説明図。
【図２９】上記実施の形態１による印刷物における画線の他の形状の一例を示す説明図。
【図３０】上記実施の形態２による印刷物における画線の他の形状の一例を示す説明図。
【図３１】上記実施の形態３による印刷物における画線の他の形状の一例を示す説明図。
【図３２】光輝性材料から成る画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’、Ｃ及びＤと、有色インキから成
る画線Ｆが印刷されている状態を示した図。
【図３３】印刷物１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源
９と視点１０と印刷物１の三つの位置関係を示した図。
【図３４】拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合と、正反射光領域で印刷物１を目
視で観察した場合とを示した図。
【図３５】光輝性材料から成る画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’、Ｃ及びＤと、無色透明材料から
成る模様Ｇが印刷されている状態を示した図。
【図３６】拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合と、正反射光領域で印刷物１を目
視で観察した場合とを示した図。
【図３７】画線Ａ又は画線Ｂの中心に判別具であるレンチキュラーレンズにおけるレンズ
の中心を重ね合わせた時に視認される模様の一例を示す図である。
【図３８】画線Ａ’又は画線Ｂ’の中心に判別具であるレンチキュラーレンズにおけるレ
ンズの中心を重ね合わせた時に視認される模様の一例を示す図である。
【図３９】画線要素の構成を示す図である。
【図４０】不可視画像要素の構成を示す図である。
【図４１】不可視画像要素を複数配列した図である。
【図４２】不可視画像要素を複数配列したことにより、印刷物上に各画線がマトリクス状
に配置されていることを示す図である。
【図４３】図４２における一部拡大図である。
【図４４】不可視画像を構成する画線と可視画像を構成する画線の大きさを説明する図で
ある。
【図４５】本発明の実施の形態６による印刷物において、判別具であるレンチキュラーレ
ンズを重ね合わせて目視で観察する様子を示す図である。
【図４６】同実施の形態６による印刷物において、画線Ａ上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態及びこのときに視認される画線を拡大して示す図であ
る。
【図４７】同実施の形態６による印刷物において、画線Ａ’上に中心線が位置するように
レンチキュラーレンズを載置した状態及びこのときに視認される画線を拡大して示す図で
ある。
【図４８】同実施の形態６による印刷物において、画線Ｂ上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態及びこのときに視認される画線を拡大して示す図であ
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る。
【図４９】同実施の形態６による印刷物において、画線Ｂ’上に中心線が位置するように
レンチキュラーレンズを載置した状態及びこのときに視認される画線を拡大して示す図で
ある。
【図５０】不可視画像を構成する各画線及び可視画像を構成する画線の形状を示す図であ
る。
【図５１】第１の画線要素における画線形状と、第２の画線要素における画線形状並びに
可視画像を構成する画線の形状を異ならせた場合の模式図である。
【図５２】光輝性材料から成る画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’及びＣと、有色インキから成る画
線Ｄが印刷されている状態を示した図である。
【図５３】印刷物１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源
８と視点９と印刷物１の三つの位置関係を示した図である。
【図５４】本発明の実施の形態７の印刷物を拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合
と、正反射光領域で印刷物１を目視で観察した場合とを示した図である。
【図５５】光輝性材料から成る画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’及びＣと、無色透明から成る画線
Ｅが印刷されている状態を示した図である。
【図５６】本発明の実施の形態８の印刷物を拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合
と、正反射光領域で印刷物１を目視で観察した場合とを示した図である。
【図５７】判別具２を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせたとき、正面から目視で観察
した状態を示す説明図。
【図５８】印刷物上にレンチキュラーレンズを重ね合わせて目視で観察する様子と、製版
工程又は印刷工程にて印刷物品質の不安定要素となる一例を示す説明図。
【図５９】本発明の実施の形態９による印刷物における一画線の構成と、印刷物の一画線
をマトリクス状に配置した様子を示す説明図。
【図６０】肉眼視では濃度が不均衡になるのを緩和するための、画線の削除並びに追加を
実行するアルゴリズムを示したフローチャート。
【図６１】図６０のアルゴリズムに従って、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ａ’［ｈ，ｖ］が
削除された状態を示した図。
【図６２】図６０のアルゴリズムに従って、画線Ａ又は画線Ａ’の半分の画線面積を有す
る画線ａ及び画線Ｅが追加された状態を示した図。
【図６３】同実施の形態９による印刷物上にレンチキュラーレンズを重ね合わせて目視で
観察する様子を示す説明図。
【図６４】同実施の形態９による印刷物において画線Ａ上に中心線が位置するようにレン
チキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説明
図。
【図６５】本発明の実施の形態１０による印刷物における一画線の構成と、印刷物の一画
線をマトリクス状に配置した様子を示す説明図。
【図６６】図６０のアルゴリズムに従って、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ａ’［ｈ，ｖ］が
削除された状態を示した図。
【図６７】図６０のアルゴリズムに従って、画線Ａ又は画線Ａ’の半分の画線面積を有す
る画線ａ及び画線Ｅが追加された状態を示した図。
【図６８】同実施の形態１０による印刷物上にレンチキュラーレンズを重ね合わせて目視
で観察する様子を示す説明図。
【図６９】同実施の形態１０による印刷物において画線Ａ上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説
明図。
【図７０】本発明の実施の形態１１による印刷物に施された模様を示した説明図。
【図７１】同印刷物に所定の角度で判別具を重ね合わせた時に視認される模様の一例を示
す説明図。
【図７２】同印刷物に上記所定の角度と９０度をなす角度で判別具を重ね合わせた時に視
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認される模様の一例を示す説明図。
【図７３】同実施の形態１１による印刷物における一画線の構成を示す説明図。
【図７４】同実施の形態１１による印刷物の一画線をマトリクス状に配置した様子を示す
説明図。
【図７５】肉眼視では濃度が不均衡になるのを緩和するための、画線の削除並びに追加を
実行するアルゴリズムを示したフローチャート。
【図７６】図６０のアルゴリズムに従って、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ａ’［ｈ，ｖ］が
削除された状態と、図７５のアルゴリズムに従って、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ｂ’［ｈ
，ｖ］が削除された状態を示した図。
【図７７】ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ａ’［ｈ，ｖ］が削除と、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画
線Ｂ’［ｈ，ｖ］が削除を印刷模様３に適用した状態を示した図。
【図７８】図６０のアルゴリズムに従って、画線Ａ又は画線Ａ’の半分の画線面積を有す
る画線ａ及び画線Ｅが追加された状態と、図７５のアルゴリズムに従って、画線Ｂ又は画
線Ｂ’の半分の画線面積を有する画線ｂ及び画線Ｅが追加された状態を示した図。
【図７９】画線ａ、画線ｂ及び画線Ｅの追加を印刷模様３に適用した状態を示した図。
【図８０】第１可視画像（デザイン：模様）を形成させるための画線Ｃと、第２可視画像
（デザイン：模様）を形成させるための画線Ｄとを、配置した印刷模様３を示した図。
【図８１】同実施の形態１１による印刷物上にレンチキュラーレンズを重ね合わせて目視
で観察する様子を示す説明図。
【図８２】同実施の形態１１による印刷物において画線Ａ上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説
明図。
【図８３】同実施の形態１１による印刷物において画線Ｂ上に中心線が位置するようにレ
ンチキュラーレンズを載置した状態、並びにこのときに視認される画線を拡大して示す説
明図。
【図８４】同実施の形態１１による印刷物における画線の他の形状の一例を示す説明図。
【図８５】光輝性材料から成る画線Ａ、Ａ’、ａ、Ｂ、Ｂ’、ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥと、有色
インキから成る画線Ｆが印刷されている状態を示した図。
【図８６】印刷物１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源
９と視点１０と印刷物１の三つの位置関係を示した図。
【図８７】拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合と、正反射光領域で印刷物１を目
視で観察した場合とを示した図。
【図８８】光輝性材料から成る画線Ａ、Ａ’、ａ、Ｂ、Ｂ’、ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥと、無色
透明材料から成る模様Ｇが印刷されている状態を示した図。
【図８９】拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合と、正反射光領域で印刷物１を目
視で観察した場合とを示した図。
【図９０】ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］において、画線Ａ又はＡ’及び画線Ｂ又はＢ’が完全に欠
落しているとき、画線Ｅ’が追加された状態を示した図。
【図９１】本発明の実施の形態１５による印刷物における画線の他の形状の一例を示す説
明図。
【図９２】本発明の実施の形態１６による印刷物に所定の角度で判別具を重ね合わせた時
に視認される模様の一例を示す説明図。
【図９３】同印刷物に所定の角度に対して１２０度を成す角度をもって判別具を重ね合わ
せた時に視認される模様の一例を示す説明図。
【図９４】同印刷物に所定の角度に対して６０度を成す角度をもって判別具を重ね合わせ
た時に視認される模様の一例を示す説明図。
【図９５】本発明の実施の形態１６～２３のすべてに関わる六角形配列から成る基本的な
画線構成を示す説明図。
【図９６】本発明の実施の形態１６～２３のすべてに関わる印刷物上にレンチキュラーレ
ンズを重ね合わせて目視で観察する様子を示す説明図。
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【図９７】同実施の形態１６～２３の不可視画像を解像できる５種類の間隔Ｓを示す説明
図。
【図９８】８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）をマトリクス状に規則的に配置するための図
形領域を示す説明図。
【図９９】同実施の形態１７における印刷物に印刷された印刷模様３を構成するマトリク
ス状に配置されるｕｎｉｔを示す模式図。
【図１００】図９９の模式図に示される画線の配置に基づいて実施の形態１７における８
種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示す説明図。
【図１０１】本発明の実施の形態１８における印刷物に印刷された印刷模様３を構成する
マトリクス状に配置されるｕｎｉｔを示す模式図。
【図１０２】図１０１の模式図に示される画線の配置に基づいて実施の形態１８における
８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示す説明図。
【図１０３】同実施の形態１８による印刷物に施された模様を示した説明図。
【図１０４】本発明の実施の形態１９における印刷物に印刷された印刷模様３を構成する
マトリクス状に配置されるｕｎｉｔを示す模式図。
【図１０５】図１０４の模式図に示される画線の配置に基づいて実施の形態１９における
８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示す説明図。
【図１０６】本発明の実施の形態２０における印刷物に印刷された印刷模様４を構成する
マトリクス状に配置されるｕｎｉｔを示す模式図。
【図１０７】図１０６の模式図に示される画線の配置に基づいて同実施の形態２０におけ
る８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示す説明図。
【図１０８】本発明の実施の形態２１における印刷物に印刷された印刷模様５を構成する
マトリクス状に配置されるｕｎｉｔを示す模式図。
【図１０９】図１０８の模式図に示される画線の配置に基づいて同実施の形態２１におけ
る８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示す説明図。
【図１１０】光輝性材料から成る画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’、画線Ｃ
’、画線Ｄ及び画線Ｅと、有色インキから成る画線Ｆが印刷されている状態を示した図。
【図１１１】印刷物１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光
源９と視点１０と印刷物１の三つの位置関係を示す説明図。
【図１１２】拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合と、正反射光領域で印刷物１を
目視で観察した場合とを示す説明図。
【図１１３】拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合と、正反射光領域で印刷物１を
目視で観察した場合とを示す説明図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　以下、本発明の実施の形態１～２３による偽造防止用印刷物について、図面を用いて説
明する。しかし、本発明は、以下に述べる実施の形態１～２３に限定されるものではなく
、特許請求の範囲に記載された技術的範囲内であれば、その他の様々な変形が含まれる。
【００６６】
　本発明の実施の形態１～３による偽造防止用印刷物は、図１に示されたように、印刷物
１に判別具２を重ね合わせることにより、容易に不可視画像を発現させて真偽性を判別す
ることができるものである。判別具２は、透明性を有するフィルタに複数の直線が万線状
に一方向に沿って形成された万線フィルタ又はレンチキュラーレンズ等である。印刷物１
の印刷模様３を通常の可視条件において目視により観察すると、図２に示されたように、
任意の図形及び文字等から成る模様４が視認される。そして、印刷物１上に判別具２を所
定の角度（これを０度とする）を持って重ね合わせると、図３（ａ）又は図３（ｂ）に示
されたような第１の不可視画像５が可視画像となって発現する。また、印刷物１上に判別
具２を所定の角度に対して９０度を成す角度を持って重ね合わせると、図４（ａ）又は図
４（ｂ）に示されたような第２の不可視画像６が可視画像となって発現する。図３（ａ）
又は図３（ｂ）並びに図４（ａ）又は図４（ｂ）に示されるようにネガポジ状のどちらか



(22) JP 4635160 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

に見えるのは、判別具２と印刷物１との間の相対的な位置によって生ずるものであり、本
発明の効果の範囲内である。
【００６７】
（１）実施の形態１
　本発明の実施の形態１による偽造防止用印刷物について説明する。
【００６８】
　図５に、本実施の形態１における印刷物に対する印刷模様の一画線の構成を部分的に拡
大して示す。ここで、縦横の寸法Ｓは、例えば、３４０μｍというように１ｍｍ以下の大
きさである。このような画線が、印刷物の表面上においてマトリクス状に規則的に配置さ
れる。各画線は、少なくとも三つ以上の画線要素を備えている。画線Ａと画線Ａ’とは、
対を成しており、相互にネガポジの関係にある。このネガポジの関係とは、例えば、一方
が黒（オン）のときは他方は白（オフ）、一方が有着色のときは他方は無着色であり、双
方ともに黒又は双方ともに白であることがないということである。そして、画線Ａと画線
Ａ’とは、面積が同一である。このような画線Ａと画線Ａ’とが存在することで通常の可
視条件下では視認されず、画線Ａのみにより第１の不可視画像（ネガ又はポジ）、画線Ａ
’のみにより第１の不可視画像（ポジ又はネガ）がそれぞれ形成されている。
【００６９】
　同様に、画線Ｂと画線Ｂ’とは、対を成してネガポジの関係にあり、かつ、面積が同一
である。画線Ｂのみにより第２の不可視画像（ネガ又はポジ）、画線Ｂ’のみにより第２
の不可視画像（ポジ又はネガ）がそれぞれ形成されている。
【００７０】
　画線Ｃは、可視画像（デザイン：模様）を構成するものであり、通常の視認状態におい
て肉眼で視認される任意の図形及び文字等から成る模様を構成する。
【００７１】
　ここで、可視画像とは、通常の可視光のもとで目視により視認され得る画像であり、不
可視画像とは、通常の可視光のもとで目視により視認され得ない、あるいは極めて視認さ
れ難い画像である。
【００７２】
　画線Ａと画線Ａ’、画線Ｂと画線Ｂ’に関し、縦横の長さがＳである四角形内において
、縦軸方向に円形の画線Ａと画線Ａ’とを長さＳの約半分の長さをそれぞれ持って配置し
、横軸方向に円形の画線Ｂと画線Ｂ’とを長さＳの約半分の長さをそれぞれ持って配置し
ている。更に、四角形の四隅に画線Ｃの中心が来るように、それぞれ４分の１ずつを配置
している。
【００７３】
　このような構成を有する画線を印刷物上にマトリクス状に隙間なく、連続的かつ規則的
に配置すると図６のようである。この図６は、印刷物に印刷された印刷模様３を構成する
マトリクス状に配置された複数の画線を、第１の不可視画像、第２の不可視画像及び第１
の可視画像のそれぞれの構成が解るように簡易的に示した模式図である。印刷模様３にお
いて、画線Ａの総画線面積と画線Ａ’の総画線面積とが等しく、それぞれ対になっている
もの同士がネガポジの関係にあることによって、第１の不可視画像が通常の目視では不可
視の状態になっている。同様に、画線Ｂと画線Ｂ’により構成される第２の不可視画像が
不可視の状態になっている。
【００７４】
　この状態で、図７に示されたように、例えば、レンチキュラーレンズから成る判別具２
を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせ、正面から目視で観察することによって、印刷模
様３に施されている不可視画像を可視画像として発現させることができる。なお、本実施
の形態１では、長さＳが３４０μｍで、印刷模様３がオフセット印刷によりコート紙に印
刷されている。しかし、長さＳ、印刷物の基材、印刷方法、印刷材料、印刷装置等につい
て何ら限定するものでない。
【００７５】
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　通常の目視では、可視画像が視認されるが、不可視画像は、視認されない。判別具を印
刷模様上の所定の位置に重ね合わせると、それまで視認されていた可視画像が全く確認で
きなくなり、逆に不可視画像が視認されるようになる。このような本実施の形態１による
印刷物における画像のスイッチ効果の原理について、以下に説明する。
【００７６】
　可視画像が視認され不可視画像が視認されていないとき、その可視画像を構成している
のは画線Ｃであり、その背景一面を構成しているのが不可視画像を構成する画線Ａ又はＡ
’及び画線Ｂ又はＢ’である。画線Ａ及び画線Ａ’、画線Ｂ及びＢ’はそれぞれネガポジ
の関係にあるとともに面積が同一であるため、画像（模様）として確認されることはない
。
【００７７】
　印刷物上の所定の位置に、判別具であるレンチキュラーレンズにおける各レンズの中心
線が画線Ａの中心、すなわち図５における線Ｌ１に一致するように載置する。この場合、
画線Ａが拡大された状態となるため、画線Ａにより構成されている画像（模様）が確認で
きることとなる。その際、可視画像を構成していた画線Ｃ及び不可視画像を構成している
画線Ｂ及びＢ’は、拡大されている画線Ａよりも面積が相対的に小さくなる。更に、画線
Ｂ及びＢ’は、相互にネガポジの関係にある。これにより、画像としてではなく、一様な
背景としてしか視認されないため、実際上には画像がスイッチすることとなる。画線Ａ’
が拡大されるように縦軸方向に沿って判別具を移動させた場合、画線Ａにより視認された
第１の不可視画像のネガポジが反転して視認される。また、判別具を９０度回転させ、レ
ンチキュラーレンズの各レンズの中心線が図５における線Ｌ３と一致するようにすること
で、画線Ｂが拡大されるように判別具を載置した場合、更にこの状態から横軸方向に沿っ
て画線Ｂ’が拡大されるように載置した場合にも、同様の原理で第２の不可視画像のネガ
ポジが反転して視認される。
【００７８】
　印刷模様３に、所定の角度、より具体的には図５における線Ｌ１と各レンズの中心線と
が一致するように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模様３に
重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図８に示す。レンチキュラーレンズの中心線
７が図５における線Ｌ１と一致するように図８（ａ）に示された位置にあるとき、中心線
７に位置するのは、画線Ａとなっている。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７
に位置する画線Ａが膨張して見えるため、目視では図８（ｂ）に示されたような図形の可
視画像が発現する。また、レンチキュラーレンズの中心線７が図５における線Ｌ２と一致
し、図９（ａ）に示された位置にあるとき、中心線７に位置するのは、画線Ａ’となって
いる。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７に位置する画線Ａ’が膨張して見え
るため、目視では図９（ｂ）に示されたような図形の可視画像が発現する。ここで、画線
Ａと画線Ａ’とはネガポジの関係にある。よって、上述の図３（ａ）又は図３（ｂ）に示
されたような第１の不可視画像がネガポジ状のどちらかに見える可視画像となって発現す
る。
【００７９】
　図５における線Ｌ２とレンチキュラーレンズの各レンズの中心線が図５における線Ｌ３
と一致するように、印刷模様３に９０度の角度を持って判別具２を印刷物１上の印刷模様
３に重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図１０に示す。この場合、レンチキュラ
ーレンズの中心線７が図１０（ａ）に示された位置にあり、中心線７に位置するのは画線
Ｂとなっている。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７に位置する画線Ｂが膨張
して見えるため、目視では図１０（ｂ）に示されたような図形の可視画像が発現する。ま
た、レンチキュラーレンズの中心線７が図５における線Ｌ４と一致し、図１１（ａ）に示
された位置にあるとき、中心線７に位置するのは、画線Ｂ’となっている。レンチキュラ
ーレンズの特性によって中心線７に位置する画線Ｂ’が膨張して見えるため、目視では図
１１（ｂ）に示されたような図形の可視画像が発現する。つまり、前述の図４（ａ）又は
図４（ｂ）に示されたような第２の不可視画像が、ネガポジ状のどちらかに見える可視画
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像となって発現するものである。
【００８０】
　なお、判別具を用いた第１、第２の不可視画像を判別する際において、画線Ｃにより形
成される可視画像は、ほとんど見えなく、あるいは見え難くなる。このため、第１の不可
視画像及び第２の不可視画像が可視画像として発現したときに、これらの視認性を阻害す
ることはない。
【００８１】
　ここで判別具２は、レンチキュラーレンズにかかわらず、例えば、万線フィルタであっ
ても同様の効果が得られる。この万線フィルタの場合は、フィルタ上の万線に該当する部
分が可視画像を構成する画線を隠蔽することで、不可視画像を構成する画線のみが確認で
きることとなるが、可視画像を完全には隠蔽することができずに若干視認されてしまうこ
とがある。ただし、これによって本発明の効果を損なうことはないため、簡易的に判別を
行うには、万線フィルタを用いても充分である。なお、後述する実施の形態２及び３につ
いても同様である。
【００８２】
　ところで、本実施の形態１における印刷物１の一画線の画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’は円形
形状を有している。しかしこのような形状には限定されず、例えば、図２９に示された画
線のように四角形等の多角形形状であっても良い。一画線が、少なくとも三つ以上の画線
要素を有し、画線Ａと画線Ａ’とが対を成してネガポジの関係にあり、かつ、面積が同一
であって第１の不可視画像を構成し、画線Ｂと画線Ｂ’とが対を成してネガポジの関係に
あり、かつ、面積が同一であって第２の不可視画像を構成し、更に画線Ｃが第１の可視画
像（デザイン：模様）として視認されるものであれば、画線の形状は何ら限定するもので
はない。
【００８３】
　本実施の形態１によれば、画線Ｃを用いて自由度が高く意匠性を有する鮮明な可視画像
を、不可視画像の発現時における視認性を阻害することなく形成することができるため、
有価証券等の印刷物においても有用である。また、印刷物上に単一の判別具を重ね合わせ
ることによって、画線Ａ及びＡ’、画線Ｂ及びＢ’で形成される不可視画像を容易に、か
つ、鮮明に発現させることが可能である。更に、本発明における印刷物を構成する各画線
を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防止効果が得られる上に、製版及び印刷方法
等について何ら限定しないため、コストを低減させることができる。
【００８４】
（２）実施の形態２
　図１２に、本発明の実施の形態２における印刷物に対する印刷模様の一画線の構成要素
を拡大して示す。図１２（ａ）に示されたように、印刷模様３は、少なくとも三つ以上の
画線要素で構成されている。図１２（ｂ）に示されたように、画線Ａと画線Ａ’とは、対
を成し、ネガポジの関係にあり、かつ、面積が同一であって、第１の不可視画像を構成す
る。画線Ａと画線Ａ’とが四角形内において中心から上下に対称に配置されている。
【００８５】
　画線Ｂと画線Ｂ’とは、図１２（ｃ）に示されたように対を成してネガポジの関係にあ
り、かつ、面積が同一であって第２の不可視画像を構成する。画線Ｂと画線Ｂ’とが四角
形内において中心から左右対称に配置されている。更に、画線Ｃは、図１２（ｄ）に示さ
れたように、四角形の四隅に画線Ｃの中心が位置し４分の１ずつに分割して配置されてい
る。この画線Ｃが第１可視画像（デザイン：模様）を構成する。
【００８６】
　図１３に、画線Ａ及びＡ’により第１の不可視画像が形成され、画線Ｂ及びＢ’により
第２の不可視画像が形成され、画線Ｃにより第１の可視画像が形成されることを簡易的に
模式図として示す。
【００８７】
　通常の目視状態では、画線Ａの総画線面積と画線Ａ’の総画線面積とが等しいことによ
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って、第１の不可視画像が不可視の状態になっている。また、画線Ｂの総画線面積と画線
Ｂ’の総画線面積とが等しいことによって、第２の不可視画像が不可視の状態になってい
る。
【００８８】
　これに対し、図１４に示されるように、判別具２を印刷物１上の印刷模様３の所定位置
に重ね合わせ、正面から目視で観察することによって、第１又は第２の不可視画像を可視
画像として発現させることができる。なお、本実施の形態２でも、前述の実施の形態１と
同様に、長さＳを３４０μｍとし、印刷模様３は、オフセット印刷によってコート紙に印
刷したが、長さＳ、印刷方法、印刷材料及び印刷装置について何ら限定するものではない
。
【００８９】
　印刷模様３に対して、レンチキュラーレンズの各レンズの中心線７が図１２における線
Ｌ１１と一致するように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模
様３に重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図１５に示す。この場合、レンチキュ
ラーレンズの中心線７が図１５（ａ）に示された位置にあり、中心線７上に位置するのは
画線Ａ、Ｂ及びＢ’となっている。レンチキュラーレンズの特性により、中心線７に位置
する画線Ａ、Ｂ及びＢ’のうち、相対的に面積の大きい画線Ａがより膨張して大きく見え
る。このため、目視では図１５（ｂ）に示されるような面積の大きい画線Ａと相対的に小
さい画線Ｂ、Ｂ’とで形成される図形の可視画像が発現する。ここで、画線ＢとＢ’とは
、ネガポジの関係にあり、かつ、面積が同一であるため、結果的に画線Ａにより形成され
る図形が可視画像として視認されることになる。
【００９０】
　レンチキュラーレンズの中心線７が図１２における線Ｌ１２と一致し、図１６（ａ）に
示された位置にあるとき、中心線７に位置するのは画線Ａ’、Ｂ及びＢ’となっている。
レンチキュラーレンズの特性によって、中心線７に位置する画線Ａ’、Ｂ及びＢ’が膨張
して見える。特に面積の大きいＡ’がより膨張して見えるため、目視では図１６（ｂ）に
示されたような図形の可視画像が発現する。画線ＢとＢ’とがネガポジの関係にあり、か
つ、面積が同一のゆえ、画線Ａ’により形成される図形が可視画像として視認される。つ
まり、図３（ａ）又は図３（ｂ）に示されたような第１の不可視画像がネガポジ状のどち
らかに見える可視画像となって発現する。
【００９１】
　印刷模様３に対し、レンチキュラーレンズの各レンズの中心線７が図１２における線Ｌ
１３に一致するように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模様
３に重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図１７に示す。この場合、レンチキュラ
ーレンズの中心線７が図１７（ａ）に示された位置にあり、中心線７に位置するのは画線
Ｂ、Ａ及びＡ’となっている。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７に位置する
画線Ｂが、より膨張して見え、また、画線Ａ及びＡ’は、ネガポジの関係にあることから
、目視では図１７（ｂ）に示されたような図形の可視画像が発現する。また、レンチキュ
ラーレンズの中心線７が図１２の線Ｌ１４に一致し、図１８（ａ）に示された位置にある
とき、中心線７に位置するのは、画線Ｂ’、Ａ及びＡ’となっている。レンチキュラーレ
ンズの特性により、また、画線Ａ及びＡ’がネガポジの関係にあることから、中心線７に
位置する画線Ｂ’が膨張して見えて、目視では図１８（ｂ）に示されたような図形の可視
画像が発現する。つまり、前述の図４（ａ）又は図４（ｂ）に示された第２の不可視画像
がネガポジ状のどちらかに見える可視画像となって発現するものである。
【００９２】
　上記実施の形態１において述べたように、判別具２は、レンチキュラーレンズに限らず
、例えば、万線フィルタであっても同様の効果が得られる。判別具２を用いた観察時にお
いて、画線Ｃは極めて視認が困難になるため、第１の不可視画像並びに第２の不可視画像
が可視画像として発現したときの視認性を阻害することはない。
【００９３】
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　本実施の形態２における印刷物１の印刷模様３の画線構成は、図１２に示されたような
円形の画線形状に限らず、図３０（ａ）に示されたような四角形等の多角形の画線形状で
あっても良い。すなわち、印刷模様３は、少なくとも三つ以上の画線要素で構成し、それ
ぞれの画線要素を詳しく説明すると、画線Ａと画線Ａ’は、図３０（ｂ）に示されたよう
にペア構成で第１不可視画像が施され、画線Ａと画線Ａ’は四角形内において中心から上
下対称に配置し、また、画線Ｂと画線Ｂ’は図３０（ｃ）に示されたようにペア構成で第
２不可視画像が施され、画線Ｂと画線Ｂ’が四角形内において中心から左右対称に配置し
、更に、画線Ｃは図３０（ｄ）に示されたように第１可視画像（デザイン：模様）として
視認されるものであれば、本実施の形態２の画線形状を何ら限定するものではない。また
、画線Ａと画線Ａ’とで画線面積率が一致していれば、個々の形を限定するものではない
。また更に、画線Ｂと画線Ｂ’とで画線面積率が一致していれば、個々の形を限定するも
のではない。
【００９４】
　本実施の形態２によれば、画線Ｃを用いて自由度が高く意匠性を有する鮮明な可視画像
を、不可視画像の発現時における視認性を阻害することなく形成することができるため、
有価証券等の印刷物においても有用である。また、印刷物上に単一の判別具を重ね合わせ
ることによって、画線Ａ及びＡ’、画線Ｂ及びＢ’で形成される不可視画像を容易に、か
つ、鮮明に発現させることが可能である。更に、本発明における印刷物を構成する各画線
を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防止効果が得られる上に、製版及び印刷方法
等について何ら限定しないため、コストを低減させることができる。
【００９５】
（３）実施の形態３
　上記実施の形態１及び実施の形態２において、印刷物１の印刷模様３を通常の条件下で
目視により観察すると、図２に示されたような図形及び文字から成る模様４が視認される
。これに対し本実施の形態３においては、図１９に示されたように、模様４に加えて更に
任意の図形及び文字から成る模様８を施すことができる。例えば、図１９に示された模様
４と模様８とは重畳するような配置となっており、これに限らず様々なデザイン表現を施
すことができる。
【００９６】
　図２０に、実施の形態３における印刷物に形成された印刷模様の一画線の構成要素を拡
大して示す。図２０（ａ）に示されるように、印刷模様３は、少なくとも四つ以上の画線
要素で構成されている。図２０（ｂ）に示されるように、画線Ａと画線Ａ’とは、対を成
して第１の不可視画像を形成し、画線Ａと画線Ａ’とがそれぞれ四角形内において中心か
ら上下対称に配置されている。図２０（ｃ）に示されたように画線Ｂと画線Ｂ’とが対を
成して第２の不可視画像を形成し、画線Ｂと画線Ｂ’とは、それぞれ四角形内において中
心から左右対称に配置されている。図２０（ｄ）に示されたように画線Ｃは、第１可視画
像（デザイン：模様）を形成し、図１９に示されたような任意の図形及び文字から成る模
様４を構成する画線となり、四角形の四隅に画線Ｃの中心がくるように４分の１ずつが配
置されている。更に、画線Ｄは図２０（ｅ）に示されたように、第２可視画像（デザイン
：模様）を形成し、図１９に示されたような任意の図形及び文字から成る模様８を構成す
る画線となり、四角形の中心に画線Ｄの中心が一致するように配置されている。
【００９７】
　図２１に、印刷模様３を構成する各画線の位置関係を簡易的に示す。ネガポジの関係に
ある画線Ａの総画線面積と画線Ａ’の総画線面積とが等しいことによって、第１の不可視
画像が不可視の状態になっている。同様に、ネガポジの関係にある画線Ｂと画線Ｂ’との
総画線面積が等しいことによって、第２の不可視画像が不可視の状態になっている。例え
ば、図２２に示されたように、判別具２を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせ、正面か
ら目視で観察することによって、印刷模様３に施されている不可視画像を可視画像として
発現させることができる。なお、本実施の形態３では、前述の実施の形態１及び２と同様
に、長さＳが３４０μｍ、印刷模様３をオフセット印刷によりコート紙に印刷したが、長
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さＳ、印刷方法、印刷材料及び印刷装置については何ら限定するものではない。
【００９８】
　印刷模様３に対して、レンチキュラーレンズの各レンズの中心線７が図２０における線
Ｌ２１に一致するように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模
様３に重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図２３に示す。この場合、レンチキュ
ラーレンズの中心線７が図２３（ａ）に示された位置にあり、中心線７上に位置するのは
画線Ａと、画線Ｂ及びＢ’となっている。レンチキュラーレンズの特性によって、中心線
７に位置する画線Ａ、Ｂ及びＢ’が膨張して見えるため、目視では図２３（ｂ）に示され
たような図形の可視画像が発現する。ここで、画線Ｂ及びＢ’は、ネガポジの関係にあり
、かつ、面積が同一であるため、これらにより形成される画像は視認されない。このため
、画線Ａにより形成される第１の不可視画像のみが視認される。
【００９９】
　レンチキュラーレンズの中心線７が図２０における線Ｌ２２に一致し、図２４（ａ）に
示された位置にあるとき、中心線７に位置するのは、画線Ａ’、Ｂ及びＢ’となっている
。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７に位置する画線Ａ’、Ｂ及びＢ’が膨張
して見えるため、目視では図２４（ｂ）に示されたような図形の可視画像が発現する。こ
の場合も、画線Ｂ及びＢ’により形成される画像は視認されず、画線Ａ’により形成され
、画線Ａによるものとはネガポジが反転した関係にある第１の不可視画像が視認される。
すなわち、図３（ａ）又は図３（ｂ）に示されたような第１の不可視画像がネガポジのい
ずれかの状態で可視画像となって発現する。
【０１００】
　印刷物１の模様３に対し、レンチキュラーレンズにおける各レンズの中心線７が図２０
における線Ｌ２３と一致するように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１
上の印刷模様３に重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図２５に示す。この場合、
レンチキュラーレンズの中心線７が図２５（ａ）に示された位置にあり、中心線７に位置
するのは画線Ｂ、Ａ及びＡ’となっている。レンチキュラーレンズの特性によって中心線
７に位置する画線Ｂ、Ａ及びＡ’が膨張して見えるため、目視では図２５（ｂ）に示され
たような図形の可視画像が発現する。しかし、画線Ａ及びＡ’は、ネガポジの関係にあり
、かつ面積が同一である。このため、画線Ｂにより形成される第２の不可視画像が視認さ
れる。
【０１０１】
　レンチキュラーレンズの中心線７が図２０における線Ｌ２４と一致して図２６（ａ）に
示された位置にあるとき、中心線７に位置するのは、画線Ｂ’、Ａ及びＡ’となっている
。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７に位置する画線Ｂ’、Ａ及びＡ’が膨張
して見えるため、目視では図２６（ｂ）に示されたような図形の可視画像が発現する。こ
の場合も同様の理由で、画線Ｂ’により形成される第２の不可視画像が視認される。
【０１０２】
　つまり、前述した図４（ａ）又は図４（ｂ）に示されたような第２の不可視画像がネガ
ポジ状のいずれかにより可視画像となって発現する。
【０１０３】
　本実施の形態３では、判別具としてレンチキュラーレンズを用いているが、前述した実
施の形態１及び２の場合と同様に、例えば、万線フィルタであっても同様の効果が得られ
る。レンチキュラーレンズでの観察時において、画線Ｃはほとんど視認されないため、第
１の不可視画像及び第２の不可視画像が可視画像として発現したときの視認性を阻害する
ことはない。
【０１０４】
　本実施の形態３における印刷物１の印刷模様３の画線は、図２０に示されたような円形
の形状に限らず、図３１（ａ）に示されたような楕円形であっても良い。印刷模様３は、
少なくとも四つ以上の画線要素を備える。画線Ａと画線Ａ’は、図３１（ｂ）に示された
ように対を成して第１の不可視画像を構成し、画線Ａと画線Ａ’とが四角形内において中
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心に対して上下に対称に配置される。画線Ｂと画線Ｂ’は、図３１（ｃ）に示されたよう
に対を成して第２の不可視画像を構成し、画線Ｂと画線Ｂ’とが四角形内において中心に
対して左右に対称に配置される。画線Ｃは、図３１（ｄ）に示されたように第１の可視画
像（デザイン：模様）として視認され、画線Ｄは、図３１（ｅ）に示されたように第２可
視画像（デザイン：模様）として視認される。画線Ａと画線Ａ’とは面積が同一であり、
また、画線Ｂと画線Ｂ’も面積が同一である。このような構成を備えるものであれば、各
々の画線の形状については限定するものではない。
【０１０５】
　本実施の形態３によれば、画線Ｃ及びＤを用いて自由度が高く意匠性を有する鮮明な可
視画像を、不可視画像の発現時における視認性を阻害することなく形成することができる
ため、有価証券等の印刷物においても有用である。また、印刷物上に単一の判別具を重ね
合わせることによって、画線Ａ及びＡ’、画線Ｂ及びＢ’で形成される不可視画像を容易
、かつ、鮮明に発現させることが可能である。更に、本発明における印刷物を構成する各
画線を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防止効果が得られる上に、製版及び印刷
方法等について何ら限定しないため、コストを低減させることができる。
【０１０６】
（４）実施の形態４
　実施の形態１乃至３では、レンチキュラーレンズ等の判別具を用いて視認することがで
きる少なくとも一種類以上の不可視画像を設けた偽造防止用印刷物を説明したが、実施の
形態４による偽造防止用印刷物では、レンチキュラーレンズ等の判別具を用いて視認する
ことができる少なくとも一種類以上の不可視画像に加え、判別具を用いずとも視認できる
不可視画像を施した例について説明する。
【０１０７】
　図３２は、本実施の形態４における画線構成を示したものである。基本的な画線構成は
、図２１に示された画線の配置と同様である。図３２に示される画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’
、Ｃ、及びＤは、光輝性材料を含むインキ、例えば金属光沢を有する銀インキ等で印刷さ
れた印刷模様３を構成している。そして、印刷模様３における画線Ｃ上に、任意の有色、
例えば薄紫色インキから成る画線Ｆを印刷している。この画線Ｆは、画線Ｃにて構成され
る第１可視画像並びに画線Ｄにて構成される第２可視画像とは別に、印刷物の観察条件に
よって現出する画像を構成するものである。本実施の形態４では、画線Ｆの配置にて「Ｎ
」の文字を構成している。また、本実施の形態４における画線Ｃの画線面積は、画線Ｆと
同じ又は画線Ｆよりも大きい。なお、本実施の形態４における光輝性材料並びに有色イン
キは何ら限定するものではい。
【０１０８】
　図３３は、本実施の形態４における印刷模様３が印刷された印刷物１において、印刷物
１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源９と視点１０と印
刷物１の三つの位置関係を図示したものである。照明光源９と視点１０と印刷物１が図３
３（ａ）の位置関係にあるとき、拡散光領域で観察したことになり、照明光源９と視点１
０と印刷物１が図３３（ｂ）の位置関係にあるとき、正反射光領域で観察したことになる
。
【０１０９】
　図３３（ａ）で示されたように、拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図３４
（ａ）で示されたように、印刷模様３上に施された薄紫色の画線Ｆが視認され難くなり、
主として銀インキから成る画線Ｃ及びＤで構成された二種類の可視画像が視認できる状態
となる。一方、図３３（ｂ）に示されたように、正反射光領域で印刷物１を目視で観察し
た場合、図３４（ｂ）で示されたように、銀インキから成る画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’、Ｃ
及びＤは、正反射光がもたらす光輝性の作用によって明度が高まり、光輝性の作用を有さ
ない薄紫色インキから成る画線Ｆのみが強調されて視認される。したがって、画線Ｆの配
置で構成した「Ｎ」の文字が観察される。
【０１１０】
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（５）実施の形態５
　本実施の形態５は実施の形態４と同様に、レンチキュラーレンズ等の判別具を用いて視
認することができる少なくとも一種類以上の不可視画像に加え、判別具を用いずとも視認
できる不可視画像を施した例について説明する。
【０１１１】
　図３５は、本実施の形態５における画線構成を示したものである。基本的な画線構成は
、図２１に示された画線の配置と同様である。図３５に示される画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’
、Ｃ及びＤは、光輝性材料を含むインキ、例えば金属光沢を有する銀インキ等で印刷され
た印刷模様３を構成している。そして、印刷模様３上に無色透明材料、例えば透明ニス等
から成る模様Ｇを印刷している。この模様Ｇは、画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’、Ｃ及びＤの配
置と特別な位置関係は無い。本実施の形態５では、模様Ｇの配置にて「Ｎ」の文字を構成
している。なお、本実施の形態５における光輝性材料及び無色透明材料は何ら限定するも
のではい。
【０１１２】
　図３３は、本実施の形態５における印刷模様３が印刷された印刷物１において、印刷物
１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源９と視点１０と印
刷物１の三つの位置関係を図示したものである。照明光源９と視点１０と印刷物１が図３
３（ａ）の位置関係にあるとき、拡散光領域で観察したことになり、照明光源９と視点１
０と印刷物１が図３３（ｂ）の位置関係にあるとき、正反射光領域で観察したことになる
。
【０１１３】
　図３３（ａ）で示されたように、拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図３６
（ａ）で示されたように、印刷模様３上に施された無色透明材料から成る模様Ｇは完全に
透過しているので、主として銀インキから成る画線Ｃ及びＤで構成された二種類の可視画
像が視認できる状態となる。一方、図３３（ｂ）に示されたように、正反射光領域で印刷
物１を目視で観察した場合、図３６（ｂ）で示されたように、銀インキから成る画線Ａ、
Ａ’、Ｂ、Ｂ’、Ｃ及びＤは、正反射光がもたらす光輝性の作用によって明度が高まり、
無色透明材料から成る模様Ｇの部分については、画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’、Ｃ及びＤの光
輝性の作用が抑制される。これにより、模様Ｇのみが光輝性の違いで強調されて視認され
る。したがって、模様Ｇの配置で構成した「Ｎ」の文字が観察される。
【０１１４】
　以下に説明する実施の形態６～８では、印刷物１上に判別具２を所定の角度（これを０
度とする。）を持って重ね合わせると、図３７（ａ）に示されたような第１の不可視画像
５が可視画像となって発現し、その位置から判別具２をわずかに縦軸方向にずらすと、図
３７（ｂ）に示されたような第２の不可視画像６が可視画像となって出現する。また、更
に判別具２を縦軸方向にわずかにずらして重ね合わせると、図３８（ａ）に示されたよう
な第１の不可視画像５がポジ状態で出現し、その位置から判別具２をわずかに縦軸方向に
ずらすと、図３８（ｂ）に示されたような第２の不可視画像６がポジ状態となって出現す
る。図３７（ａ）又は図３８（ａ）及び図３７（ｂ）又は図３８（ｂ）に示されるように
ネガポジ状のどちらかに見えるのは、判別具２と印刷物１との間の相対的な位置によって
生ずるものであり、本発明の効果の範囲内である。
【０１１５】
（６）実施の形態６
　以下、本発明の実施の形態６による偽造防止用印刷物について説明する。
【０１１６】
　図３９は、実施の形態６の偽造防止用印刷物１の不可視画像を構成する画線である。図
３９（ａ）に示すように、画線Ａと画線Ａ’は、仮想の中心線Ｘ１に対して対向しており
、相互にネガポジの関係にある。このネガポジの関係とは、例えば、一方が黒（オン）の
ときは他方は白（オフ）、一方が有着色のときは他方は無着色であり、双方共に黒又は白
であることがないということである。そして、この画線Ａと画線Ａ’とは面積が同一であ
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り、これらの画線により第１の画線要素８を構成している。
【０１１７】
　また、図３９（ｂ）については、図３９（ａ）と同じように、画線Ｂと画線Ｂ’とが仮
想の中心線Ｘ２に対して対向しており、相互にネガポジの関係にある。この画線Ｂと画線
Ｂ’とは面積が同一であり、これらの画線により第２の画線要素９を構成している。
【０１１８】
　図４０は、前述した各画線要素を一定の方向Ｙに複数配置したものである。図４０（ａ
）は、第１の画線要素８を一定の方向Ｙに複数配置した第１の不可視画像要素１０であり
、図４０（ｂ）は、第２の画線要素９を第１の画線要素８が配置されている方向と同じ一
定の方向Ｙに複数配置した第２の不可視画像要素１１である。第１の不可視画像要素１０
を構成している各画線要素の中心線Ｘ１同士の距離（ピッチ）Ｓは一定であり、また、第
２の不可視画像要素１１を構成している各画線要素の中心線Ｘ２同士の距離（ピッチ）Ｓ
も一定であり、第１の不可視画像要素１０におけるピッチＳと第２の不可視画像要素１１
におけるピッチＳは同じである。なお、このピッチＳについては、可視状態におけるデザ
インを考慮して１ｍｍ以下となる。
【０１１９】
　図４１は、前述した第１の不可視画像要素１０と第２の不可視画像要素１１が規則的に
複数配列されている図である。この規則的な配列とは、第１の不可視画像要素１０を構成
している第１の画線要素８の中心線Ｘ１の位置に、第２の不可視画像要素１１を構成して
いる第２の画線要素９の各画線Ｂ及びＢ’の中心がくるように配置されることであり、第
１の不可視画像要素１０のピッチＳと第２の不可視画像要素１１のピッチＳは同じである
から、第１の不可視画像要素１０に対して、第２の不可視画像要素１１を１／４ピッチず
らして配列していることとなる。なお、図４１（ａ）は、第１の不可視画像要素１０と第
２の不可視画像要素１１とが接して配列されている図であり、図４１（ｂ）は、第１の不
可視画像要素１０と第２の不可視画像要素１１とが接していないように配列されている図
である。可視状態におけるデザインを考慮すると、図４１（ａ）のように接している方が
好ましい。
【０１２０】
　このような不可視画像要素１０及び不可視画像要素１１を、基材上にマトリクス状に透
き間なく、連続的に、かつ、規則的に配置すると図４２のようになる。この図４２は、印
刷物に印刷された印刷模様３を構成するマトリクス状に配置された複数の画線を、第１の
不可視画像、第２の不可視画像及び可視画像のそれぞれの構成が分るように簡易的に示し
た模式図であり、図４３は、図４２において丸で囲んだ一部分の拡大図を示す。なお、こ
の図において、点線囲いの空白画線は、前述のとおり、各画線要素は二つの画線が対とな
って配置されており、ネガポジの関係を有しているため、一方が黒（オン）のときには、
他方は白（オフ）の状態となっているものである。
【０１２１】
　また、図４２における画線Ｃについては、印刷物において可視画像（デザイン：模様）
を構成するものであり、通常の視認状態において肉眼で視認される任意の図形及び文字等
から成る模様を示す。ここで可視画像とは、通常の可視光の下で目視により視認され得る
画像であり、不可視画像とは、通常の可視光の下で目視により視認され得ないか、又は極
めて視認され難い画像のことである。この画線Ｃは、図４２に示されたように、不可視画
像を構成する画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’の一部の画線と重複する位置に配置されて可視画
像を構成する。また、画線Ｃから構成される可視画像（デザイン：模様）が、画線Ａ、Ａ
’、Ｂ及びＢ’を完全に隠さないように交互に配置するなどといった、可視画像を構成す
る画線Ｃの数を少なくとも全体の画線数の半分程度に抑えることが好ましい。
【０１２２】
　画線Ｃと不可視画像を構成する各画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’との位置関係は、前述のと
おり各画線の一部の画線と重複する位置に配置されるものであるが、可視画像を明確に視
認させるために、その大きさについては、図４４（ａ）に示すように同じ又は図４４（ｂ



(31) JP 4635160 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

）に示すように、それ以上、いわゆる「画線Ｃの面積≧画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’の面積
」の関係となり、好ましくはすべての画線の大きさが同じとなることである。本実施の形
態６においては、すべての画線の大きさを同じに構成している。
【０１２３】
　また、画線Ｃを画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’の一部の画線に重複する位置に配置すること
については、例えば、本来画線Ａを配置する箇所に画線Ａを配置せずに、画線Ｃを配置し
ても良く、また先に画線Ａを配置した上に、重ね刷りにより画線Ｃを配置してもよい。
【０１２４】
　不可視画像を構成する各画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’並びに可視画像を構成する画線Ｃの
色については、コスト面を考慮して単色（すべて同じ色）でも可能であるが、色彩観を持
たせるために複数色であっても良い。ただし、不可視画像の画線要素である画線Ａ及び画
線Ａ’と画線Ｂ及び画線Ｂ’はそれぞれが対を成していることから、画線Ａ及び画線Ａ’
が同色、画線Ｂ及び画線Ｂ’が同色であることが必要となる。また、可視画像を構成する
画線Ｃと不可視画像を構成する画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’との色の関係については、画線
Ｃが各画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’よりも濃度が高くなると、判別具を重ねて不可視画像を
出現させる際に、不可視画像の出現を阻害してしまうこととなる。したがって、画線Ｃの
濃度は、画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’の濃度と同じか、又は低くすることが好ましい。特に
、画線Ｃを画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’の一部の画線に重ね刷りして配置する場合には、重
ね刷りする分だけ、どうしても混合色となることから濃度が高くなってしまうため、その
濃度の上昇を極力抑えるためにも、画線Ｃの濃度を低くする必要がある。
【０１２５】
　この状態で、図４５に示されたように、例えば、レンチキュラーレンズから成る判別具
２を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせ、正面から目視で観察することによって、印刷
模様３に施されている不可視画像を可視画像として発現させることができる。なお、本実
施の形態６では距離（ピッチ）Ｓを３４０μｍで、印刷模様３はオフセット印刷によって
コート紙に印刷されている。しかし、距離（ピッチ）Ｓ、印刷物の基材、印刷方法、印刷
材料、印刷装置等について何ら限定するものはない。
【０１２６】
　通常の目視では可視画像が視認されるが、不可視画像は視認されない。判別具を印刷模
様上の所定の位置に重ね合わせると、それまで視認されていた可視画像が全く確認できな
くなり、逆に不可視画像が視認されるようになる。このような本実施の形態６による印刷
物における画像のスイッチ効果の原理について、以下に説明する。
【０１２７】
　可視画像が視認され不可視画像が視認されていないとき、その可視画像を構成している
のは画線Ｃであり、その背景一面を構成しているのは不可視画像を構成する画線Ａ又はＡ
’及び画線Ｂ又はＢ’である。画線Ａ及び画線Ａ’と画線Ｂ及びＢ’は、それぞれネガポ
ジの関係にあるとともに、面積が同一であるため、画像（模様）として確認されることは
ない。
【０１２８】
　印刷物上の所定の位置に、判別具であるレンチキュラーレンズにおける各レンズの中心
線が画線Ａの中心、すなわち図３９における線Ｌ１に一致するように載置する。この場合
、画線Ａが拡大された状態となるため、画線Ａにより構成されている画像（模様）が確認
できることとなる。その際、可視画像を構成していた画線Ｃ及び不可視画像を構成してい
る画線Ｂ及びＢ’は、拡大されている画線Ａよりも面積が相対的に小さくなる。さらに、
画線Ｂ及びＢ’は、相互にネガポジの関係にある。これにより、画像としてではなく、一
様な背景としてしか視認されないため、実際上には画像がスイッチすることとなる。また
、画線Ａ’が拡大されるように、縦軸方向に沿って判別具２の各レンズの中心線が図３９
における線Ｌ２と一致するように移動させた場合、画線Ａにより視認された第１の不可視
画像がネガポジ反転して視認される。
【０１２９】
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　また、判別具を縦軸方向にずらし、レンチキュラーレンズの各レンズの中心線が図３９
における線Ｌ３と一致するようにすることで、画線Ｂが拡大されるように判別具を載置し
た場合、更に、この状態から縦軸方向に沿って判別具２の各レンズの中心線が図３９にお
ける線Ｌ４と一致するように移動させた場合にも、同様の原理で第２の不可視画像のネガ
ポジが反転して視認される。
【０１３０】
　印刷模様３に、より具体的には図３９における線Ｌ１と各レンズの中心線とが一致する
ように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせ
、正面から目視で観察した状態を図４６に示す。レンチキュラーレンズの中心線７が図３
９における線Ｌ１と一致するように図４６（ａ）に示された位置にあるとき、中心線７に
位置するのは画線Ａとなっている。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７に位置
する画線Ａが膨張して見えるため、目視では図４６（ｂ）に示されたような図形の可視画
像が発現する。また、レンチキュラーレンズの中心線７が図３９における線Ｌ２と一致し
、図４７（ａ）に示された位置にあるとき、中心線７に位置するのは、画線Ａ’となって
いる。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７に位置する画線Ａ’が膨張して見え
るため、目視では図４７（ｂ）に示されたような図形の可視画像が発現する。ここで、画
線Ａと画線Ａ’とは、ネガポジの関係にある。よって、上述の図３７（ａ）又は図３８（
ａ）に示されたような第１の不可視画像がネガポジ状のどちらかに見える可視画像となっ
て発現する。
【０１３１】
　次に、図３９における線Ｌ３とレンチキュラーレンズの各レンズの中心線が一致するよ
うに、印刷模様３に縦軸方向にずらして判別具２を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせ
、正面から目視で観察した状態を図４８に示す。この場合、レンチキュラーレンズの中心
線７が図４８（ａ）に示された位置にあり、中心線７に位置するのは画線Ｂとなっている
。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７に位置する画線Ｂが膨張して見えるため
、目視では図４８（ｂ）に示されたような図形の可視画像が発現する。また、レンチキュ
ラーレンズの中心線７が図３９における線Ｌ４と一致し、図３９（ａ）に示された位置に
あるとき、中心線７に位置するのは画線Ｂ’となっている。レンチキュラーレンズの特性
によって中心線７に位置する画線Ｂ’が膨張して見えるため、目視では図４９（ｂ）に示
されたような図形の可視画像が発現する。つまり、前述の図３７（ｂ）又は図３８（ｂ）
に示されたような第２の不可視画像が、ネガポジ状のどちらかに見える可視画像となって
発現するものである。
【０１３２】
　なお、判別具を用いた第１、第２の不可視画像を判別する際において、画線Ｃにより形
成される可視画像はほとんど見えなくなるか、又は見え難くなる。このため、第１の不可
視画像及び第２の不可視画像が可視画像として発現したときに、これらの視認性を阻害す
ることはない。
【０１３３】
　ここで判別具２は、レンチキュラーレンズにかかわらず、例えば、万線フィルタであっ
ても同様の効果が得られる。この万線フィルタの場合は、フィルタ上の万線に該当する部
分が可視画像を構成する画線を隠蔽することで、不可視画像を構成する画線のみが確認で
きることとなるが、可視画像を完全には隠蔽することができずに若干視認されてしまうこ
とがある。ただし、これによって本発明の効果を損なうことはないため、簡易的に判別を
行うには、万線フィルタを用いても充分である。
【０１３４】
　ところで、本実施の形態６における印刷物１の一画線の画線Ａ、Ａ’、Ｂ及びＢ’は、
円形を有している。しかし、このような形状には限定されず、図５０のように、円形（ａ
）、四角形（ｂ）、六角形（ｃ）、楕円形（ｄ）、長方形（ｅ）又は菱形（ｆ）等、色々
な形状を用いることが可能である。この場合、各画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’及びＣがそれぞ
れ異なっていても良い。画線Ａと画線Ａ’とが対を成してネガポジの関係であって、かつ
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、面積が同一であって第１の不可視画像を構成し、画線Ｂと画線Ｂ’とが対を成してネガ
ポジの関係であって、かつ、面積が同一であり、第２の不可視画像を構成し、さらに画線
Ｃが可視画像（デザイン：模様）として視認されるものであれば、画線の形状は何ら限定
するものではない。
【０１３５】
　図５１に、各画線の形状を異ならせて構成した印刷物の模式図を示す。
【０１３６】
　第１の画線要素を構成する画線Ａ及び画線Ａ’は円形、第２の画線要素を構成する画線
Ｂ及び画線Ｂ’は六角形、可視画像を構成する画線Ｃは菱形によって形成している。この
形態においても、第１の画線要素を構成する画線Ａ及び画線Ａ’の面積は同一であって、
かつ、同色であり、第２の画線要素を構成する画線Ｂ及び画線Ｂ’の面積は同一であって
、かつ、同色であり、可視画像を構成する画線Ｃについては、他の画線と面積は同一であ
るが、色は異なっている。また、第１の不可視画像要素と第２の不可視画像要素とは、接
しないように配列してある。
【０１３７】
　この図５１の配置によっても、判別具２であるレンチキュラーレンズにおける各レンズ
の中心線が各画線の中心、すなわち、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３及びＬ４に一致するように、それ
ぞれ位置を縦軸方向にわずかにすらしながら載置することで、画線Ａが構成する不可視画
像、画線Ａ’が構成する不可視画像（画線Ａが構成する不可視画像のポジ画像）、画線Ｂ
が構成する不可視画像及び画線Ｂ’が構成する不可視画像（画線Ｂが構成する不可視画像
のポジ画像）がそれぞれ出現する。
【０１３８】
　本実施の形態６によれば、画線Ｃを用いて自由度が高く意匠性を有する鮮明な可視画像
を、不可視画像の発現時における視認性を阻害することなく形成することができるため、
有価証券等の印刷物においても有用である。また、印刷物上に単一の判別具を重ね合わせ
ることによって、画線Ａ及びＡ’と画線Ｂ及びＢ’で形成される不可視画像を容易とし、
かつ、鮮明に発現させることが可能である。さらに、本実施の形態６における印刷物を構
成する各画線を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防止効果が得られる上に、製版
、印刷方法等について何ら限定しないため、コストを低減させることができる。
【０１３９】
（７）実施の形態７
　本発明の実施の形態７について説明する。上記実施の形態６では、レンチキュラーレン
ズ等の判別具を用いて認証することができる少なくとも一種類以上の不可視画像を設けた
偽造防止用印刷物を説明したが、レンチキュラーレンズ等の判別具を用いることなく視認
できる潜像模様を施した形態について説明する。
【０１４０】
　図５２は、本実施の形態７における画線構成を示したものである。基本的な画線構成は
、図４２に示された画線の配置と同様である。図５２に示される画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’
及びＣは、光輝性材料を含むインキ、例えば、金属光沢を有する銀インキ等で印刷された
印刷模様を構成している。そして、前述の画線から選択される任意の画線上に任意の有色
インキ、例えば、薄紫色インキからなる画線Ｄを印刷する。この画線Ｄは、画線Ｃにて構
成される可視画像とは別に印刷物の観察条件によって出現する潜像画像を構成するもので
ある。また、本実施の形態７における画線Ｄの面積は、画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’及びＣと
同じ又は小さい構成となっている。なお、本実施の形態７における光輝性材料及び有色イ
ンキは何ら限定されるものではない。
【０１４１】
　図５３は、本実施の形態７における印刷模様が印刷された印刷物１において、印刷物１
を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源８と視点９と印刷物
１の三つの位置関係を図示したものである。照明光源８と視点９と印刷物１が図５３（ａ
）の位置関係にあるとき、拡散光領域で観察したことになり、照明光源８と視点９と印刷
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物１が図５３（ｂ）の位置関係にあるとき、正反射光領域で観察したことになる。
【０１４２】
　図５３（ａ）で示されたように、拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図５４
（ａ）で示されたように、印刷模様上に施された薄紫色の画線Ｄが視認され難くなり、主
として銀インキから成る画線Ｃで構成された可視画像が視認できる状態となる。一方、図
５３（ｂ）に示されたように、正反射光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図５４（
ｂ）で示されたように、銀インキから成る画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’及びＣは、正反射光が
もたらす光輝性の作用によって明度が高まり、光輝性の作用を有さない薄紫色インキから
成る画線Ｄのみが強調されて視認される。したがって、画線Ｄの配置で構成した「Ｎ」の
文字が観察される。
【０１４３】
（８）実施の形態８
　次に、上記実施の形態６、７とは別の手法により潜像模様を形成する実施の形態８につ
いて説明する。図５５は、本実施の形態８における画線構成を示したものである。基本的
な画線構成は図４２の構成と同様であり、画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’及びＣは、光輝性材料
を含むインキで構成されている。そして、印刷模様上に無色透明材料、例えば、透明ニス
等からなる模様を印刷している。この模様は、画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’及びＣの配置とは
特別な関係はなく、任意の模様を形成することが可能である。
【０１４４】
　図５３は、本実施の形態８における印刷模様が印刷された印刷物１において、印刷物１
を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源８と視点９と印刷物
１の三つの位置関係を図示したものである。照明光源８と視点９と印刷物１が図５３（ａ
）の位置関係にあるとき、拡散光領域で観察したことになり、照明光源８と視点９と印刷
物１が図５３（ｂ）の位置関係にあるとき、正反射光領域で観察したことになる。
【０１４５】
　図５３（ａ）で示されたように、拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図５６
（ａ）で示されたように、印刷模様上に施された透明ニスの画線Ｅが視認され難くなり、
主として銀インキから成る画線Ｃで構成された可視画像が視認できる状態となる。一方、
図５３（ｂ）に示されたように、正反射光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図５６
（ｂ）で示されたように、銀インキから成る画線Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’及びＣは、正反射光
がもたらす光輝性の作用によって明度が高まり、光輝性の作用を有さない透明ニスから成
る画線Ｅのみが強調されて視認される。したがって、画線Ｅの配置で構成した「Ｎ」の文
字が観察される。
【０１４６】
　ところで、点位相変調（Dot phase modulation）又は線位相変調（Line phase modulat
ion）に関わらず、特許文献５に示されたような単位ブロック境界における万線模様の切
断、あるいは、模様に施された不可視画像の境界の状態によって、印刷再現上の不具合が
生ずることがある。例えば、図５７に示されたように、３４０μｍの万線ピッチの寸法S
を有する印刷模様３を施した印刷物１において、例えば、レンチキュラーレンズから成る
判別具２を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせたとき、正面から目視で観察した状態を
図５８に示す。レンチキュラーレンズの中心線７が図５８（ａ）に示された位置にあると
き、中心線７に位置するのは、画線Ａとなっている。レンチキュラーレンズの特性によっ
て中心線７に位置する画線Ａが膨張して見えるため、目視では図５８（ｂ）に示されたよ
うな図形の可視画像が発現する。
【０１４７】
　しかし、印刷方式、例えば凸版方式、凹版方式及び孔版（シルクスクリーン）方式等の
最低画線幅が製版基材の再現性や、デジタル製版（例えばＣＴＰ等）の画像解像度設定等
に画像再現性が依存する場合において、図５８（ａ）に示す画線部ｘ１の最小画線幅は３
０μｍ以下となっているため、製版工程又は印刷工程にて消失する恐れがあり、印刷再現
困難な部位として印刷物品質の不安定要素となる。また、非画線部ｘ２の最短非画線幅は
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３０μｍ以下となっているため、製版工程又は印刷工程にて周囲の画線の膨張により埋ま
ってしまう虞があり、印刷再現困難な部位として印刷物品質の不安定要素となる。
【０１４８】
　また、何らかの不可視画像を設けたとしても、不可視画像の境界の状態によって該境界
部が印刷再現困難な部位となる場合があり、印刷再現上の不具合が生ずることもあった。
【０１４９】
　以下に説明する本発明の実施の形態９～１４は、上記印刷再現上の不具合に関する問題
を解決するものである。
【０１５０】
（９）実施の形態９
　本発明の実施の形態９による偽造防止用印刷物について説明する。図５９は、本実施の
形態９における印刷物に対する印刷模様の一画線の構成の部分的な拡大と、印刷物に印刷
された印刷模様３を構成するマトリクス状に配置された構成が解るように簡易的に示した
模式図である。ここで、縦の寸法Ｓは、例えば、３４０μｍというように１ｍｍ以下の大
きさである。図５９（ａ）の画線はｕｎｉｔと称する最小単位であり、画線Ａと画線Ａ’
とで構成されている。この図５９（ａ）の画線が、印刷物の表面上においてマトリクス状
に規則的に配置される。画線Ａと画線Ａ’とは、対を成しており、相互にオンオフの関係
にある。このオンオフの関係とは、例えば、一方が黒（オン）のときは他方は白（オフ）
、一方が有着色のときは他方は無着色であり、基本的には双方ともに黒又は双方ともに白
であることがないということである。そして、画線Ａと画線Ａ’とは、面積が同一である
。このような画線Ａと画線Ａ’とが存在することで通常の可視条件下では視認されず、画
線Ａのみにより不可視画像（ネガ又はポジ）、画線Ａ’のみにより不可視画像（ポジ又は
ネガ）がそれぞれ形成されている。
【０１５１】
　このような構成を有する画線を印刷物上にマトリクス状に縦横隙間なく、連続的かつ規
則的に配置すると図５９（ｂ）となる。この図５９（ｂ）は、印刷物に印刷された印刷模
様３を構成するマトリクス状に、縦ステップ数ｖと横ステップ数ｈをもって配置された複
数の画線と、不可視画像がその構成が解るように太実線で簡易的に示した模式図である。
なお、本実施の形態９でいうステップ数とは、印刷模様３上で繰り返されるｕｎｉｔの数
のことを指すもので、ステップ数に何ら制限はなく、このステップ数によって可視画像及
び不可視画像の解像度と比例している。不可視画像で示される太実線はあくまで位置を説
明するものであり、実際は図５９（ｂ）のように目視できるものではない。このとき、印
刷模様３における画線Ａの総面積と画線Ａ’の総面積は等しい。また、画線Ａ及び画線Ａ
’が横方向に並ぶことによって、画線Ａ群から成る平行万線及び画線Ａ’群から成る平行
万線が形成される。すなわち図５９（ｂ）は、線位相変調（Line phase modulation）に
よって、不可視画像を施している状態となっているものである。しかし、この状態では肉
眼視で、複数の画線Ａと複数の画線Ａ’とがマトリクス状に配置されたｕｎｉｔの近傍部
にて画線Ａと画線Ａ’の双方がオン（有着色）になるため、濃度が高く（濃く）見えたり
、また、複数の画線Ａと複数の画線Ａ’とがマトリクス状に配置されたｕｎｉｔの近傍部
にて画線Ａと画線Ａ’の双方がオフ（無着色）になるため、濃度が低く（淡く）見えたり
して、肉眼視では濃度が不均衡となって見えることもある。
【０１５２】
　この濃度の不均衡に見えるのを緩和するため、図６０に示されたアルゴリズムによって
最小単位であるｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］ごとに、画線の削除並びに追加を実行するものである
。なお、［ｖ］はｕｎｉｔを縦上から数えたステップ数で、［ｈ］はｕｎｉｔを横左から
数えたステップ数である。まず、処理ｆ１にて、マトリクス状に配置した列ごとのｕｎｉ
ｔ［ｈ，ｖ］において順次画線Ａ［ｈ，ｖ］及び画線Ａ’［ｈ，ｖ］の検知が行われる。
なお、画線Ａ［ｈ，ｖ］及び画線Ａ’［ｈ，ｖ］を検知する方法は、例えば、印刷模様３
がビットマップ形式の２値画像の場合、処理すべきｕｎｉｔ内において、一般的にラベリ
ングと呼ばれる処理によって、画線Ａ［ｈ，ｖ］又は画線Ａ’［ｈ，ｖ］を識別して削除
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してもよい。
【０１５３】
　次に、処理ｆ２にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有し、かつ、ｕｎｉ
ｔ［ｈ，ｖ＋１］に画線Ａ［ｈ，ｖ＋１］を有する条件に一致したとき、処理ｆ３にて、
ｕｎｉｔ［ｖ］における本来配置される位置である画線Ａ’［ｈ，ｖ］の削除が行われる
。すなわち、図６１（ａ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋
１］、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］の配置の際、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ａ’［ｈ，ｖ］と
ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の画線Ａ［ｈ，ｖ＋１］が隣接している場合、図６１（ｂ）に示
めされるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ａ’［ｈ，ｖ］が削除される。また、処理ｆ
２の条件に一致しない場合は処理４に移行する。なお、この処理ｆ２、処理ｆ３が図５９
（ｂ）の印刷模様３に適用された場合、図６１（ｃ）に示される印刷模様３となる。また
、部分的に画線Ａ’が削除されることによって、画線Ａの総面積に対し画線Ａ’の総面積
が少ない状態となる。
【０１５４】
　次に、処理ｆ４にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ［ｈ，ｖ］を有し、かつ、ｕｎｉｔ
［ｈ，ｖ＋１］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有する条件に一致したとき、処理ｆ５にて、ｕｎ
ｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］との間における画線の追加を行う。すなわち、
図６２（ｂ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中間に
、画線Ａ又は画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線ａが追加される。これに
より、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］間における肉眼視での濃度の不均衡
が緩和される。
【０１５５】
　次に、処理ｆ６にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有し、ｕｎｉｔ［ｈ
，ｖ＋１］に画線が無く、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］に画線Ａ［ｈ，ｖ＋２］を有す
る条件に一致したとき、処理ｆ７にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心における画線Ｅの
追加を行う。すなわち、図６２（ｃ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心
に、画線Ａ又は画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線Ｅが追加される。これ
により、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］間における肉眼視での濃度の不均
衡が緩和される。
【０１５６】
　次に、処理ｆ８にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有し、ｕｎｉｔ［ｈ
，ｖ＋１］に画線が無く、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］に画線Ａ’［ｈ，ｖ＋２］を有
する条件に一致したとき、処理ｆ９にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心における画線Ｅ
及びｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］との間に画線ａの追加を行う。す
なわち、図６２（ｄ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心に、画線Ａ又は
画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線Ｅが追加され、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１
］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］との間に画線Ａ又は画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を
有する画線ａが追加される。これにより、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］
間における肉眼視での濃度の不均衡が緩和される。よって、これら処理ｆ４から処理ｆ８
が図５９（ｂ）の印刷模様３に適用された場合、図６２（ｅ）に示される印刷模様３全域
において、肉眼視での濃度の不均衡が緩和される。
【０１５７】
　この状態で、図６３に示されたように、例えば、レンチキュラーレンズから成る判別具
２を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせ、正面から目視で観察することによって、印刷
模様３に施されている不可視画像を可視画像として発現させることができる。なお、本実
施の形態９では、長さＳが３４０μｍで、印刷模様３がオフセット印刷によりコート紙に
印刷されている。しかし、長さＳ、印刷物の基材、印刷方法、印刷材料、印刷装置等につ
いて何ら限定するものでない。
【０１５８】
　印刷物上の所定の位置に、判別具であるレンチキュラーレンズにおける各レンズの中心
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線が画線Ａの中心、すなわち図６２における線Ｌ１に一致するように載置する。この場合
、画線Ａが拡大された状態となるため、画線Ａにより構成されている画像（模様）が確認
できることとなる。画線Ａ’が拡大されるように縦軸方向に沿って判別具を移動させた場
合、画線Ａにより視認された第１の不可視画像のネガポジが反転して視認される。
【０１５９】
　印刷模様３に、所定の角度、より具体的には図６２における線Ｌ１と各レンズの中心線
とが一致するように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模様３
に重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図６４に示す。レンチキュラーレンズの中
心線７が図６２における線Ｌ１と一致するように図６４（ａ）に示された位置にあるとき
、中心線７に位置するのは、画線Ａとなっている。レンチキュラーレンズの特性によって
中心線７に位置する画線Ａが膨張して見えるため、目視では図６４（ｂ）に示されたよう
な図形の可視画像が発現する。ここで、画線Ａと画線Ａ’とはネガポジの関係にある。よ
って、第１の不可視画像がネガポジ状のどちらかに見える可視画像となって発現する。
【０１６０】
　ここで判別具２は、レンチキュラーレンズにかかわらず、例えば、万線フィルタであっ
ても同様の効果が得られる。この万線フィルタの場合は、フィルタ上の万線に該当する部
分が可視画像を構成する画線を隠蔽することで、不可視画像を構成する画線のみが確認で
きることとなるが、可視画像を完全には隠蔽することができずに若干視認されてしまうこ
とがある。ただし、これによって本発明の効果を損なうことはないため、簡易的に判別を
行うには、万線フィルタを用いても充分である。なお、後述する実施の形態１０及び１４
についても同様である。
【０１６１】
　本実施の形態９によれば、印刷物上に単一の判別具を重ね合わせることによって、画線
Ａ及びＡ’で形成される不可視画像を容易に、かつ、鮮明に発現させることが可能である
。さらに、本実施の形態９における印刷物を構成する各画線を同一色とした単色印刷のみ
でも十分な偽造防止効果が得られる上に、製版及び印刷方法等について何ら限定しないた
め、コストを低減させることができる。また、画線ａ及び画線Ｅにおける最短幅を印刷物
品質が維持できる最低画線幅以上にしておくことにより、必然的に印刷物品質の不安定要
素を解消することができる。
【０１６２】
（１０）実施の形態１０
　次に、本発明の実施の形態１０による偽造防止用印刷物について説明する。
【０１６３】
　上記実施の形態９では線位相変調（Line phase modulation）の一例を示したものであ
るが、本発明の実施の形態１０は点位相変調（Dot phase modulation）の一例を示すもの
である。図６５は、本実施の形態１０における印刷物に対する印刷模様の一画線の構成の
部分的な拡大と、印刷物に印刷された印刷模様３を構成するマトリクス状に配置された構
成が解るように簡易的に示した模式図である。ここで、縦の寸法Ｓは、例えば、３４０μ
ｍというように１ｍｍ以下の大きさである。図６５（ａ）の画線はｕｎｉｔと称する最小
単位であり、画線Ａと画線Ａ’とで構成されている。この図６５（ａ）の画線が、印刷物
の表面上においてマトリクス状に規則的に配置される。画線Ａと画線Ａ’とは、対を成し
ており、相互にオンオフの関係にある。このオンオフの関係とは、例えば、一方が黒（オ
ン）のときは他方は白（オフ）、一方が有着色のときは他方は無着色であり、基本的には
双方ともに黒又は双方ともに白であることがないということである。そして、画線Ａと画
線Ａ’とは、面積が同一である。このような画線Ａと画線Ａ’とが存在することで通常の
可視条件下では視認されず、画線Ａのみにより不可視画像（ネガ又はポジ）、画線Ａ’の
みにより不可視画像（ポジ又はネガ）がそれぞれ形成されている。
【０１６４】
　このような構成を有する画線を印刷物上にマトリクス状に縦横隙間なく、連続的かつ規
則的に配置すると図６５（ｂ）となる。この図６５（ｂ）は、印刷物に印刷された印刷模
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様３を構成するマトリクス状に、縦ステップ数ｖと横ステップ数ｈをもって配置された複
数の画線と、不可視画像がその構成が解るように太実線で簡易的に示した模式図である。
なお、本実施の形態１０でいうステップ数とは、印刷模様３上で繰り返されるｕｎｉｔの
数のことを指すもので、ステップ数に何ら制限はなく、このステップ数によって可視画像
及び不可視画像の解像度と比例している。不可視画像で示される太実線はあくまで位置を
説明するものであり、実際は図６５（ｂ）のように目視できるものではない。このとき、
印刷模様３における画線Ａの総面積と画線Ａ’の総面積は等しい。また、画線Ａ及び画線
Ａ’が横方向に並ぶことによって、画線Ａ群から成る平行万線及び画線Ａ’群から成る点
群が形成される。すなわち図６５（ｂ）は、点位相変調（Dot phase modulation）によっ
て、不可視画像を施している状態となっているものである。しかし、この状態では肉眼視
で、複数の画線Ａと複数の画線Ａ’とがマトリクス状に配置されたｕｎｉｔの近傍部にて
画線Ａと画線Ａ’の双方がオン（有着色）になるため濃度が高く（濃く）見えたり、また
、複数の画線Ａと複数の画線Ａ’とがマトリクス状に配置されたｕｎｉｔの近傍部にて画
線Ａと画線Ａ’の双方がオフ（無着色）になるため濃度が低く（淡く）見えたりして、肉
眼視では濃度が不均衡となって見えることもある。
【０１６５】
　この濃度の不均衡に見えるのを緩和するため、図６０に示されたアルゴリズムによって
最小単位であるｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］ごとに、画線の削除並びに追加を実行するものである
。なお、［ｖ］はｕｎｉｔを縦上から数えたステップ数で、［ｈ］はｕｎｉｔを横左から
数えたステップ数である。まず、処理ｆ１にて、マトリクス状に配置した列ごとのｕｎｉ
ｔ［ｈ，ｖ］において順次画線Ａ［ｈ，ｖ］及び画線Ａ’［ｈ，ｖ］の検知が行われる。
なお、画線Ａ［ｈ，ｖ］及び画線Ａ’［ｈ，ｖ］を検知する方法は、例えば、印刷模様３
がビットマップ形式の２値画像の場合、処理すべきｕｎｉｔ内において、一般的にラベリ
ングと呼ばれる処理によって、画線Ａ［ｈ，ｖ］又は画線Ａ’［ｈ，ｖ］を識別して削除
してもよい。
【０１６６】
　次に、処理ｆ２にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有し、かつ、ｕｎｉ
ｔ［ｈ，ｖ＋１］に画線Ａ［ｈ，ｖ＋１］を有する条件に一致したとき、処理ｆ３にて、
ｕｎｉｔ［ｖ］における本来配置される位置である画線Ａ’［ｈ，ｖ］の削除が行われる
。すなわち、図６６（ａ）に示めされるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ
＋１］、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］の配置の際、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ａ’［ｈ，ｖ］
とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の画線Ａ［ｈ，ｖ＋１］が隣接している場合、図６６（ｂ）に
示めされるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ａ’［ｈ，ｖ］が削除される。また、処理
ｆ２の条件に一致しない場合は処理４に移行する。なお、この処理ｆ２、処理ｆ３が図６
５（ｂ）の印刷模様３に適用された場合、図６６（ｃ）に示される印刷模様３となる。ま
た、部分的に画線Ａ’が削除されることによって、画線Ａの総面積に対し画線Ａ’の総面
積が少ない状態となる。
【０１６７】
　次に、処理ｆ４にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ［ｈ，ｖ］を有し、かつ、ｕｎｉｔ
［ｈ，ｖ＋１］に画線Ａ’［ｈ，ｖ＋１］を有する条件に一致したとき、処理ｆ５にて、
ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］との間における画線ａの追加を行う。すな
わち、図６７（ｂ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の
中間に、画線Ａ又は画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線ａが追加される。
これにより、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］間における肉眼視での濃度の
不均衡が緩和される。
【０１６８】
　次に、処理ｆ６にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有し、ｕｎｉｔ［ｈ
，ｖ＋１］に画線が無く、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］に画線Ａ［ｈ，ｖ＋２］を有す
る条件に一致したとき、処理ｆ７にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心における画線Ｅの
追加を行う。すなわち、図６７（ｃ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心
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に、画線Ａ又は画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線Ｅが追加される。これ
により、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］間における肉眼視での濃度の不均
衡が緩和される。
【０１６９】
　次に、処理ｆ８にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有し、ｕｎｉｔ［ｈ
，ｖ＋１］に画線が無く、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］に画線Ａ’［ｈ，ｖ＋２］を有
する条件に一致したとき、処理ｆ９にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心における画線Ｅ
及びｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］との間に画線ａの追加を行う。す
なわち、図６７（ｄ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心に、画線Ａ又は
画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線Ｅが追加され、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１
］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］との間に画線Ａ又は画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を
有する画線ａが追加される。これにより、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］
間における肉眼視での濃度の不均衡が緩和される。よって、これら処理ｆ４から処理ｆ８
が図６５（ｂ）の印刷模様３に適用された場合、図６７（ｅ）に示される印刷模様３全域
において、肉眼視での濃度の不均衡が緩和される。
【０１７０】
　この状態で、図６８に示されたように、例えば、レンチキュラーレンズから成る判別具
２を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせ、正面から目視で観察することによって、印刷
模様３に施されている不可視画像を可視画像として発現させることができる。なお、本実
施の形態１０では、長さＳが３４０μｍで、印刷模様３がオフセット印刷によりコート紙
に印刷されている。しかし、長さＳ、印刷物の基材、印刷方法、印刷材料、印刷装置等に
ついて何ら限定するものでない。
【０１７１】
　印刷物上の所定の位置に、判別具であるレンチキュラーレンズにおける各レンズの中心
線が画線Ａの中心、すなわち図６７における線Ｌ１に一致するように載置する。この場合
、画線Ａが拡大された状態となるため、画線Ａにより構成されている画像（模様）が確認
できることとなる。画線Ａ’が拡大されるように縦軸方向に沿って判別具を移動させた場
合、画線Ａにより視認された第１の不可視画像のネガポジが反転して視認される。
【０１７２】
　印刷模様３に、所定の角度、より具体的には図６７における線Ｌ１と各レンズの中心線
とが一致するように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模様３
に重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図６９に示す。レンチキュラーレンズの中
心線7が図６２における線Ｌ１と一致するように図６９（ａ）に示された位置にあるとき
、中心線７に位置するのは、画線Ａとなっている。レンチキュラーレンズの特性によって
中心線７に位置する画線Ａが膨張して見えるため、目視では図６９（ｂ）に示されたよう
な図形の可視画像が発現する。ここで、画線Ａと画線Ａ’とはネガポジの関係にある。よ
って、第１の不可視画像がネガポジ状のどちらかに見える可視画像となって発現する。
【０１７３】
　ここで判別具２は、レンチキュラーレンズにかかわらず、例えば、万線フィルタであっ
ても同様の効果が得られる。この万線フィルタの場合は、フィルタ上の万線に該当する部
分が可視画像を構成する画線を隠蔽することで、不可視画像を構成する画線のみが確認で
きることとなるが、可視画像を完全には隠蔽することができずに若干視認されてしまうこ
とがある。ただし、これによって本発明の効果を損なうことはないため、簡易的に判別を
行うには、万線フィルタを用いても充分である。なお、後述する実施の形態１１及び１２
についても同様である。
【０１７４】
　ところで、本実施の形態１０における印刷物１の一画線の画線Ａ、画線Ａ’画線ａ及び
画線Ｅは円形を有している。しかし、このような形状には限定されず、円形、四角形、六
角形、楕円形、長方形又は菱形等の色々な形状を用いることが可能である。この場合、画
線Ａ、画線Ａ’、画線ａ及び画線Ｅがそれぞれ異なっていても良い。画線Ａと画線Ａ’と
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が対を成してオンオフの関係にあり、かつ、画線ａと画線Ｅが、画線Ａと画線Ａ’の半分
又は略半分の画線面積であれば画線の形状は何ら限定するものではない。
【０１７５】
　本実施の形態１０によれば、印刷物上に単一の判別具を重ね合わせることによって、画
線Ａ及びＡ’で形成される不可視画像を容易に、かつ、鮮明に発現させることが可能であ
る。さらに、本実施の形態１０における印刷物を構成する各画線を同一色とした単色印刷
のみでも十分な偽造防止効果が得られる上に、製版及び印刷方法等について何ら限定しな
いため、コストを低減させることができる。また、画線ａ及び画線Ｅにおける最短幅を印
刷物品質が維持できる最低画線幅以上にしておくことにより、必然的に印刷物品質の不安
定要素を解消することができる。
【０１７６】
（１１）実施の形態１１
　上記実施の形態９において、印刷物１の印刷模様３を通常の条件下で目視により観察す
ると、線位相変調（Line phase modulation）、点位相変調（Dot phase modulation）か
ら成る図形及び文字から成る不可視画像が視認される。これに対し本実施の形態１１にお
いては、さらに複雑な図形群を形成させることによって、複数の不可視画像及び、通常観
察時における可視画像を設けることができる偽造防止用印刷物について説明する。ここで
、可視画像とは、通常の可視光のもとで目視により視認され得る画像であり、不可視画像
とは、通常の可視光のもとで目視により視認され得ない、あるいは極めて視認され難い画
像である。
【０１７７】
　図７０に示されたように、印刷物１の印刷模様３を通常の可視条件において目視により
観察すると、任意の図形及び文字等から成る模様４と、任意の図形及び文字から成る模様
８とが視認される。図７０に示された模様４と模様８とは重畳するような配置となってお
り、これに限らず様々なデザイン表現を施すことができる。そして、印刷物１上に判別具
２を所定の角度（これを０度とする）を持って重ね合わせると、図７１（ａ）又は図７１
（ｂ）に示されたような第１の不可視画像５が可視画像となって発現する。また、印刷物
１上に判別具２を所定の角度に対して９０度を成す角度を持って重ね合わせると、図７２
（ａ）又は図７２（ｂ）に示されたような第２の不可視画像６が可視画像となって発現す
る。図７１（ａ）又は図７１（ｂ）並びに図７２（ａ）又は図７２（ｂ）に示されるよう
にネガポジ状のどちらかに見えるのは、判別具２と印刷物１との間の相対的な位置によっ
て生ずるものであり、本発明の効果の範囲内である。
【０１７８】
　図７３に、本実施の形態１１における印刷物に形成された印刷模様の一画線の構成要素
を拡大して示す。図７３（ａ）に示されるように、印刷模様３は、少なくとも七つ以上の
画線要素で構成されている。図７３（ｂ）に示されるように、画線Ａと画線Ａ’とは、対
を成して第１の不可視画像を形成し、画線Ａと画線Ａ’とが、それぞれ四角形内において
中心から上下対称に配置されている。図７３（ｃ）に示されたように画線Ｂと画線Ｂ’と
が対を成して第２の不可視画像を形成し、画線Ｂと画線Ｂ’とは、それぞれ四角形内にお
いて中心から左右対称に配置されている。図７３（ｄ）に示されたように画線Ｃは、第１
可視画像（デザイン：模様）を形成し、図７０に示されたような任意の図形及び文字から
成る模様４を構成する画線となり、四角形の四隅に画線Ｃの中心がくるように配置されて
いる。さらに、画線Ｄは図７３（ｅ）に示されたように、第２可視画像（デザイン：模様
）を形成し、図７０に示されたような任意の図形及び文字から成る模様８を構成する画線
となり、四角形の中心に画線Ｄの中心が一致するように配置されている。図７３（ｆ）に
示されたように画線Ｅ、図７３（ｇ）に示されたように画線ａ、図７３（ｈ）に示された
ように画線ｂは、それぞれ肉眼視での濃度の不均衡を緩和するために設けられるものであ
るが、それら画線の追加については後述にて詳細に説明する。
【０１７９】
　このような構成を有する画線を印刷物上にマトリクス状に縦横隙間なく、連続的、かつ
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、規則的に配置すると図７４となる。この図７４は、印刷物に印刷された印刷模様３を構
成するマトリクス状に、縦ステップ数ｖと横ステップ数ｈをもって配置された複数の画線
と、不可視画像がその構成が解るように太実線で簡易的に示した模式図であり、図７４（
ａ）と図７４（ｂ）は、同じ印刷模様３において不可視画像の違いを説明するものである
。なお、上記実施の形態９と同じく、本実施の形態１１でいうステップ数とは、印刷模様
３上で繰り返されるｕｎｉｔの数のことを指すもので、ステップ数に何ら制限はなく、こ
のステップ数によって可視画像及び不可視画像の解像度と比例している。不可視画像で示
される太実線はあくまで位置を説明するものであり、実際は図７４のように目視できるも
のではない。このとき、印刷模様３における画線Ａの総面積と画線Ａ’及び画線Ｂの総面
積と画線Ｂ’の総面積は等しい。すなわち図７４は、点位相変調（Dot phase modulation
）によって、図７４（ａ）と図７４（ｂ）に示される二種類の不可視画像を施している状
態となっているものである。しかし、この状態では肉眼視で、複数の画線Ａと複数の画線
Ａ’及び複数の画線Ｂと複数の画線Ｂ’とがマトリクス状に配置された近傍部の濃度が高
く見えたり、また、マトリクス状に配置された空白部によって濃度が低く見えたりして、
肉眼視では濃度が不均衡となって見えることもある。
【０１８０】
　この濃度の不均衡に見えるのを緩和するため、縦方向に処理を行う図６０に示されたア
ルゴリズム及び横方向に処理を行う図７５に示されたアルゴリズムによって最小単位であ
るｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］ごとに、画線の削除並びに追加を実行するものである。なお、［ｖ
］はｕｎｉｔを縦上から数えたステップ数で、［ｈ］はｕｎｉｔを横左から数えたステッ
プ数である。まず、処理ｆ１にて、マトリクス状に配置した列ごとのｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］
において順次画線Ａ［ｈ，ｖ］及び画線Ａ’［ｈ，ｖ］並びに画線Ｂ［ｈ，ｖ］及び画線
Ｂ’［ｈ，ｖ］の検知が行われる。なお、画線Ａ［ｈ，ｖ］及び画線Ａ’［ｈ，ｖ］並び
に画線Ｂ［ｈ，ｖ］及び画線Ｂ’［ｈ，ｖ］を検知する方法は、例えば、印刷模様３がビ
ットマップ形式の２値画像の場合、処理すべきｕｎｉｔ内において、一般的にラベリング
と呼ばれる処理によって、画線Ａ［ｈ，ｖ］又は画線Ａ’［ｈ，ｖ］並びに画線Ｂ［ｈ，
ｖ］又は画線Ｂ’［ｈ，ｖ］を識別して削除してもよい。
【０１８１】
　次に、図６０に示される処理ｆ２にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有
し、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］に画線Ａ［ｈ，ｖ＋１］を有する条件に一致したとき
、処理ｆ３にて、ｕｎｉｔ［ｖ］における本来配置される位置である画線Ａ’［ｈ，ｖ］
の削除が行われる。すなわち、図７６（ａ）に示めされるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］、
ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］の配置の際、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画
線Ａ’［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の画線Ａ［ｈ，ｖ＋１］が隣接している場合
、図７６（ｂ）に示めされるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ａ’［ｈ，ｖ］が削除さ
れる。また、処理ｆ２の条件に一致しない場合は処理４に移行する。一方、図７５に示さ
れる処理ｆ１２にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ｂ’［ｈ，ｖ］を有し、かつ、ｕｎｉｔ
［ｈ＋１，ｖ］に画線Ｂ［ｈ＋１，ｖ］を有する条件に一致したとき、処理ｆ１３にて、
ｕｎｉｔ［ｖ］における本来配置される位置である画線Ｂ’［ｈ，ｖ］の削除が行われる
。すなわち、図７６（ｃ）に示めされるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］、ｕｎｉｔ［ｈ＋１
，ｖ］、ｕｎｉｔ［ｈ＋２，ｖ］の配置の際、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ｂ’［ｈ，ｖ］
とｕｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］の画線Ｂ［ｈ＋１，ｖ］が隣接している場合、図７６（ｄ）に
示めされるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の画線Ｂ’［ｈ，ｖ］が削除される。また、処理
ｆ１２の条件に一致しない場合は処理ｆ１４に移行する。なお、この処理ｆ１２、処理ｆ
１３が図７４の印刷模様３に適用された場合、図７７に示される印刷模様３となる。また
、部分的に画線Ａ’及び画線Ｂ’が削除されることによって、画線Ａの総面積に対し画線
Ａ’の総面積が少なく、画線Ｂの総面積に対し画線Ｂ’の総面積が少ない状態となる。
【０１８２】
　次に、図６０に示される処理ｆ４にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ［ｈ，ｖ］を有し
、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］に画線Ａ’［ｈ，ｖ＋１］を有する条件に一致したとき
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、処理ｆ５にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］との間における画線ａの
追加を行う。すなわち、図７８（ｂ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ
［ｈ，ｖ＋１］の中間に、画線Ａ又は画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線
ａが追加される。これにより、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］間における
肉眼視での濃度の不均衡が緩和される。一方、図７５に示される処理ｆ１４にて、ｕｎｉ
ｔ［ｈ，ｖ］に画線Ｂ［ｈ，ｖ］を有し、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］に画線Ｂ’［ｈ
＋１，ｖ］を有する条件に一致したとき、処理ｆ１５にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉ
ｔ［ｈ＋１，ｖ］との間における画線ｂの追加を行う。すなわち、図７８（ｆ）に示され
るように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］の中間に、画線Ｂ又は画線Ｂ’
の半分又は略半分の画線面積を有する画線ｂが追加される。これにより、ｕｎｉｔ［ｈ，
ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］間における肉眼視での濃度の不均衡が緩和される。
【０１８３】
　次に、図６０に示される処理ｆ６にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有
し、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］に画線が無く、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］に画線Ａ［ｈ
，ｖ］を有する条件に一致したとき、処理ｆ７にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心にお
ける画線Ｅの追加を行う。すなわち、図７８（ｃ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ
＋１］の中心に、画線Ａ又は画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線Ｅが追加
される。これにより、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］間における肉眼視で
の濃度の不均衡が緩和される。一方、図７５に示される処理ｆ１６にて、ｕｎｉｔ［ｈ，
ｖ］に画線Ｂ’［ｈ，ｖ］を有し、ｕｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］に画線が無く、かつ、ｕｎｉ
ｔ［ｈ，ｖ＋２］に画線Ｂ［ｈ，ｖ］を有する条件に一致したとき、処理ｆ１７にて、ｕ
ｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］における画線Ｅの追加を行う。すなわち、図７８（ｇ）に示される
ように、ｕｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］の中心に、画線Ｂ又は画線Ｂ’の半分の画線面積を有す
る画線Ｅが追加される。これにより、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ＋２，ｖ］間に
おける肉眼視での濃度の不均衡が緩和される。
【０１８４】
　次に、図６０に示される処理ｆ８にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ａ’［ｈ，ｖ］を有
し、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］に画線が無く、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］に画線Ａ’［
ｈ，ｖ＋２］を有する条件に一致したとき、処理ｆ９にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］にお
ける画線Ｅ及びｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］との間に画線ａの追加
を行う。すなわち、図７８（ｄ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋１］の中心に、
画線Ａ又は画線Ａ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線Ｅが追加される。これによ
り、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ，ｖ＋２］間における肉眼視での濃度の不均衡が
緩和される。一方、図７５に示される処理ｆ１８にて、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］に画線Ｂ’［
ｈ＋２，ｖ］を有し、ｕｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］に画線が無く、かつ、ｕｎｉｔ［ｈ＋２，
ｖ］に画線Ｂ’［ｈ＋２，ｖ］を有する条件に一致したとき、処理ｆ１９にて、ｕｎｉｔ
［ｈ＋１，ｖ］における画線Ｅ及びｕｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ＋２，ｖ］と
の間に、画線ｂの追加を行う。すなわち、図７８（ｈ）に示されるように、ｕｎｉｔ［ｈ
＋１，ｖ］の中心に、画線Ｂ又は画線Ｂ’の半分又は略半分の画線面積を有する画線Ｅが
追加され、ｕｎｉｔ［ｈ＋１，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ＋２，ｖ］との間に画線Ｂ又は画線Ｂ
’の半分又は略半分の画線面積を有する画線ｂが追加される。これにより、ｕｎｉｔ［ｈ
，ｖ］とｕｎｉｔ［ｈ＋２，ｖ］間における肉眼視での濃度の不均衡が緩和される。よっ
て、これら図６０における処理ｆ４から処理ｆ９及び図７５における処理ｆ１４から処理
ｆ１９が図６５（ｂ）の印刷模様３に適用された場合、図７９に示される印刷模様３全域
において、肉眼視での濃度の不均衡が緩和される。
【０１８５】
　次に図８０に示されるように、画線Ｃと画線Ｄとを配置する。画線Ｃは、第１可視画像
（デザイン：模様）を形成し、図７０に示されたような任意の図形及び文字から成る模様
４を構成する画線となり、画線Ｄは、第２可視画像（デザイン：模様）を形成し、図７０
に示されたような任意の図形及び文字から成る模様８を構成する画線となる。この状態で
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、図８１に示されたように、例えば、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１
上の印刷模様３に重ね合わせ、正面から目視で観察することによって、印刷模様３に施さ
れている不可視画像を可視画像として発現させることができる。なお、本実施の形態１１
では、長さＳが３４０μｍで、印刷模様３がオフセット印刷によりコート紙に印刷されて
いる。しかし、長さＳ、印刷物の基材、印刷方法、印刷材料、印刷装置等について何ら限
定するものでない。
【０１８６】
　印刷模様３に対して、レンチキュラーレンズの各レンズの中心線７が図７８における線
Ｌ１に一致するように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模様
３に重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図８２に示す。この場合、レンチキュラ
ーレンズの中心線７が図８２（ａ）に示された位置にあり、中心線７上に位置するのは画
線Ａと、画線Ｂ及びＢ’となっている。レンチキュラーレンズの特性によって、中心線７
に位置する画線Ａ、Ｂ及びＢ’が膨張して見えるため、目視では図８２（ｂ）に示された
ような図形の可視画像が発現する。ここで、画線Ｂ及びＢ’は、画線Ａに対して中心線７
との接線が少ないので、これらにより形成される画像は視認され難い。このため、画線Ａ
により形成される第１の不可視画像のみが視認される。
【０１８７】
　印刷物１の模様３に対し、レンチキュラーレンズにおける各レンズの中心線７が図７８
における線Ｌ２と一致するように、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上
の印刷模様３に重ね合わせ、正面から目視で観察した状態を図８３に示す。この場合、レ
ンチキュラーレンズの中心線７が図８３（ａ）に示された位置にあり、中心線７に位置す
るのは画線Ｂ、Ａ及びＡ’となっている。レンチキュラーレンズの特性によって中心線７
に位置する画線Ｂ、Ａ及びＡ’が膨張して見えるため、目視では図８３（ｂ）に示された
ような図形の可視画像が発現する。ここで、画線Ａ及びＡ’は、画線Ｂに対して中心線７
との接線が少ないので、これらにより形成される画像は視認され難い。このため、画線Ｂ
により形成される第２の不可視画像のみが視認される。
【０１８８】
　本実施の形態１１では、判別具としてレンチキュラーレンズを用いているが、前述した
実施の形態９の場合と同様に、例えば、万線フィルタであっても同様の効果が得られる。
レンチキュラーレンズでの観察時において、画線ａ、画線ｂ、画線Ｃ、画線Ｄ及び画線Ｅ
はほとんど視認されないため、第１の不可視画像及び第２の不可視画像が可視画像として
発現したときの視認性を阻害することはない。
【０１８９】
　本実施の形態１１における印刷物１の印刷模様３の画線は、図７３に示されたような円
形の形状に限らず、図８４に示されたような楕円形であっても良い。図８４（ａ）に示さ
れるように、印刷模様３は、少なくとも七つ以上の画線要素で構成されている。図８４（
ｂ）に示されるように、画線Ａと画線Ａ’とは、対を成して第１の不可視画像を形成し、
画線Ａと画線Ａ’とがそれぞれ四角形内において中心から上下対称に配置されている。図
８４（ｃ）に示されたように画線Ｂと画線Ｂ’とが対を成して第２の不可視画像を形成し
、画線Ｂと画線Ｂ’とは、それぞれ四角形内において中心から左右対称に配置されている
。図８４（ｄ）に示されたように画線Ｃは、第１可視画像（デザイン：模様）を形成し、
図７０に示されたような任意の図形及び文字から成る模様４を構成する画線となり、四角
形の四隅に画線Ｃの中心がくるように配置されている。さらに、画線Ｄは図８４（ｅ）に
示されたように、第２可視画像（デザイン：模様）を形成し、図７０に示されたような任
意の図形及び文字から成る模様８を構成する画線となり、四角形の中心に画線Ｄの中心が
一致するように配置されている。図８４（ｆ）に示されたように画線Ｅ、図８４（ｇ）に
示されたように画線ａ、図８４（ｈ）に示されたように画線ｂは、それぞれ肉眼視での濃
度の不均衡を緩和するために設けられている。このような構成を備えるものであれば、各
々の画線の形状については限定するものではない。
【０１９０】
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　本実施の形態１１によれば、画線Ｃ及びＤを用いて自由度が高く意匠性を有する鮮明な
可視画像を、不可視画像の発現時における視認性を阻害することなく形成することができ
るため、有価証券等の印刷物においても有用である。また、印刷物上に単一の判別具を重
ね合わせることによって、画線Ａ及びＡ’で形成される不可視画像を容易に、かつ、鮮明
に発現させることが可能である。さらに、本実施の形態１１における印刷物を構成する各
画線を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防止効果が得られる上に、製版及び印刷
方法等について何ら限定しないため、コストを低減させることができる。また、画線ａ、
画線ｂ及び画線Ｅにおける最短幅を印刷物品質が維持できる最低画線幅以上にしておくこ
とにより、必然的に印刷物品質の不安定要素を解消することができる。
【０１９１】
（１２）実施の形態１２
　上記実施の形態１１では、印刷物１の印刷模様３に第１の不可視画像と第２の不可視画
像の二種類の不可視画像を設けたものである。しかし、第１の不可視画像と第２の不可視
画像のそれぞれを設ける処理を行った際、印刷模様３を構成する画線中に、図９０に示さ
れるｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］ように画線Ａ又はＡ’及び画線Ｂ又はＢ’が完全に欠落したもの
ができることがある。そこで、本実施の形態１２のように、ｕｎｉｔ［ｈ，ｖ］の中心に
画線Ａ、Ａ’、Ｂ又はＢ’と略同じ画線面積を有する画線Ｅを追加することが望ましい。
これにより、肉眼視での濃度の不均衡が一層緩和される。
【０１９２】
（１３）実施の形態１３
　上記実施の形態９乃至１２では、レンチキュラーレンズ等の判別具を用いて視認するこ
とができる少なくとも一種類以上の不可視画像を設けた偽造防止用印刷物を説明したが、
本実施の形態１３による偽造防止用印刷物では、レンチキュラーレンズ等の判別具を用い
て視認することができる少なくとも一種類以上の不可視画像に加え、判別具を用いずとも
視認できる不可視画像を施した例について説明する。
【０１９３】
　図８５は、本実施の形態１３における画線構成を示したものである。基本的な画線構成
は、図８０に示された画線の配置と同様である。図８５に示される画線Ａ、Ａ’、ａ、Ｂ
、Ｂ’、ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥは、光輝性材料を含むインキ、例えば金属光沢を有する銀イン
キ等で印刷された印刷模様３を構成している。そして、印刷模様３における画線Ｃ上に、
任意の有色、例えば薄紫色インキから成る画線Ｆを印刷している。この画線Ｆは、画線Ｃ
にて構成される第１可視画像並びに画線Ｄにて構成される第２可視画像とは別に、印刷物
の観察条件によって現出する画像を構成するものである。本実施の形態１３では、画線Ｆ
の配置にて「Ｎ」の文字を構成している。また、本実施の形態１３における画線Ｃの画線
面積は、画線Ｆと同じ又は画線Ｆよりも大きい。なお、本実施の形態１３における光輝性
材料並びに有色インキは何ら限定するものではない。
【０１９４】
　図８６は、本実施の形態１３における印刷模様３が印刷された印刷物１において、印刷
物１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源９と視点１０と
印刷物１の三つの位置関係を図示したものである。照明光源９と視点１０と印刷物１が図
８６（ａ）の位置関係にあるとき、拡散光領域で観察したことになり、照明光源９と視点
１０と印刷物１が図８６（ｂ）の位置関係にあるとき、正反射光領域で観察したことにな
る。
【０１９５】
　図８６（ａ）で示されたように、拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図８７
（ａ）で示されたように、印刷模様３上に施された薄紫色の画線Ｆが視認され難くなり、
主として銀インキから成る画線Ｃ及びＤで構成された可視画像二種類が視認できる状態と
なる。一方、図８６（ｂ）に示されたように、正反射光領域で印刷物１を目視で観察した
場合、図８７（ｂ）で示されたように、銀インキから成る画線Ａ、Ａ’、ａ、Ｂ、Ｂ’、
ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥは、正反射光がもたらす光輝性の作用によって明度が高まり、光輝性の
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作用を有さない薄紫色インキから成る画線Ｆのみが強調されて視認される。したがって、
画線Ｆの配置で構成した「Ｎ」の文字が観察される。
【０１９６】
（１４）実施の形態１４
　本実施の形態１４は上記実施の形態１３と同様に、レンチキュラーレンズ等の判別具を
用いて視認することができる少なくとも一種類以上の不可視画像に加え、判別具を用いず
とも視認できる不可視画像を施した例について説明する。
【０１９７】
　図８８は、本実施の形態１４における画線構成を示したものである。基本的な画線構成
は、図８０に示された画線の配置と同様である。図８８に示される画線Ａ、Ａ’、ａ、Ｂ
、Ｂ’、ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥは、光輝性材料を含むインキ、例えば金属光沢を有する銀イン
キ等で印刷された印刷模様３を構成している。そして、印刷模様３上に無色透明材料、例
えば透明ニス等から成る模様Ｇを印刷している。この模様Ｇは、画線Ａ、Ａ’、ａ、Ｂ、
Ｂ’、ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥの配置と特別な位置関係は無い。本実施の形態１４では、模様Ｇ
の配置にて「Ｎ」の文字を構成している。なお、本実施の形態１４における光輝性材料及
び無色透明材料は何ら限定するものではい。
【０１９８】
　図８６は、本実施の形態１４における印刷模様３が印刷された印刷物１において、印刷
物１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源９と視点１０と
印刷物１の三つの位置関係を図示したものである。照明光源９と視点１０と印刷物１が図
８６（ａ）の位置関係にあるとき、拡散光領域で観察したことになり、照明光源９と視点
１０と印刷物１が図８６（ｂ）の位置関係にあるとき、正反射光領域で観察したことにな
る。
【０１９９】
　図８６（ａ）で示されたように、拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図８９
（ａ）で示されたように、印刷模様３上に施された無色透明材料から成る模様Ｇは完全に
透過しているので、主として銀インキから成る画線Ｃ及びＤで構成された二種類の可視画
像が視認できる状態となる。一方、図８６（ｂ）に示されたように、正反射光領域で印刷
物１を目視で観察した場合、図８９（ｂ）で示されたように、銀インキから成る画線Ａ、
Ａ’、ａ、Ｂ、Ｂ’、ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥは、正反射光がもたらす光輝性の作用によって明
度が高まり、無色透明材料から成る模様Ｇの部分については、画線Ａ、Ａ’、ａ、Ｂ、Ｂ
’、ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥの光輝性の作用が抑制される。これにより、模様Ｇのみが光輝性の
違いで強調されて視認される。したがって、模様Ｇの配置で構成した「Ｎ」の文字が観察
される。
【０２００】
（１５）実施の形態１５
　本発明の実施の形態１５は、一種類の不可視画像及び可視画像を設けた例である。
【０２０１】
　図９１（ａ）に示されるように、印刷模様３は、少なくとも四つ以上の画線要素で構成
されている。図９１（ｂ）に示されるように、画線Ａと画線Ａ’とは、対を成して第１の
不可視画像を形成し、画線Ａと画線Ａ’とがそれぞれ四角形内において中心から上下対称
に配置されている。図９１（ｃ）に示されたように画線Ｃは、画線Ｃは、画線Ａ及び画線
Ａ’と面積が同一又は大きく、この画線Ｃにより可視画像（デザイン：模様）を形成し、
図７０に示されたような任意の図形及び文字から成る模様４を構成する画線となり、四角
形の略中央に画線Ｃの中心がくるように配置されている。図９１（ｄ）に示されたように
画線Ｅ、図９１（ｅ）に示されたように画線ａは、肉眼視での濃度の不均衡を緩和するた
めに設けられている。このような構成を備えるものであれば、各々の画線の形状について
は限定するものではない。なお、画線Ｃと画線Ｅとは、位置を共有しているが、本発明の
効果には何ら影響はない。
【０２０２】
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　上記実施の形態９～１５によれば、第５の画線によって可視画像を設けることができ、
これらの可視画像から成る自由度の高い有価証券に特有な高級感のある美麗な意匠を奏す
ることができる。
【０２０３】
　印刷模様に備える意匠性を有する美麗な可視画像が、不可視画像の発現時において視認
性を阻害することはなく、印刷物に判別具を重ね合わせることによって、不可視画像が容
易であって、かつ、鮮明に可視画像となって発現する。
【０２０４】
　画線構成によって単色印刷のみで偽造防止効果をもたらすことが可能なため、コストパ
フォーマンスに優れ、製版及び印刷方法も何ら限定されないため、印刷方式にも自由度が
ある。
【０２０５】
（１６）実施の形態１６
　以下に説明する本発明の実施の形態１６～２２では、印刷物１上に判別具２を所定の角
度（これを０度とする）をもって重ね合わせると、図９２（ａ）又は図９２（ｂ）に示さ
れたような第１の不可視画像５が可視画像となって発現する。また、印刷物１上に判別具
２を所定の角度に対して１２０度を成す角度をもって重ね合わせると、図９３（ａ）又は
図９３（ｂ）に示されたような第２の不可視画像６が可視画像となって発現される。さら
に、印刷物１上に判別具２を所定の角度に対して６０度を成す角度をもって重ね合わせる
と、図９４（ａ）又は図９４（ｂ）に示されたような第３の不可視画像７が可視画像とな
って発現する。図９２（ａ）又は図９２（ｂ）、図９３（ａ）又は図９３（ｂ）、図９４
（ａ）又は図９４（ｂ）に示されるようにネガポジ状のどちらかに見えるのは、判別具２
と印刷物１との間の相対的な位置によって生ずるものであり、本発明の効果の範囲内であ
る。
【０２０６】
　本実施の形態１６～２２における基本的な画線構成は、図９５の印刷模様３に示される
ような六角形配列から成る微細な画線群である。このような模様を、図９６に示されたよ
うに、例えば、レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模様３に重ね
合わせ、正面から目視で観察することによって、印刷模様３に施されている不可視画像を
可視画像として発現させることができる。判別具２は、透明性を有するフィルタに複数の
直線が万線状に一方向に沿って形成されたものであり、この六角形配列において、万線フ
ィルタ又はレンチキュラーレンズ等の判別具２を重ねる際の有効角度は、角度Ｌａが０度
、角度Ｌｚが３０度、角度Ｌｃが６０度、角度Ｌｙが９０度、角度Ｌｂが１２０度、角度
Ｌｘが１５０度で、計６種類の角度が使用できる。
【０２０７】
　また、図９６に示されるレンチキュラーレンズの万線ピッチの間隔Ｓは、図９５に示さ
れる例によると、一方は角度Ｌａ、角度Ｌｂ、角度Ｌｃと、他方は角度Ｌｘ、角度Ｌｙ、
角度Ｌｚの２系統に分類される。これら角度によって不可視画像を解像できる間隔Ｓは図
９７に示す５種類となる。図９７に示されるように、角度Ｌｘ、角度Ｌｙ、角度Ｌｚでは
、間隔Ｓ１、間隔Ｓ２、間隔Ｓ３であり、角度Ｌａ、角度Ｌｂ、角度Ｌｃでは、間隔Ｓ４
、間隔Ｓ５となる。これらの違いは、実施の形態１６～２２で説明するレンチキュラーレ
ンズ等の判別具２を重ねる際の有効角度と不可視画像の有効面積に関わるものである。
【０２０８】
　さらに、本実施の形態１６～２２は、ｕｎｉｔと称する８種類の画線の集合体によって
構成されるものである。例えば図９８に示されたような図形領域に、可視画像と不可視画
像を構成する画線群から成る８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）をマトリクス状に規則的に
配置することによって、図９２に示される第１の不可視画像５又は図９３に示される第２
の不可視画像６又は図９４に示される第３の不可視画像７が印刷模様３に適用される。こ
のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）に含まれる画線要素は、画線Ａ及び画線Ａ’のいずれか又はそ
の複数と、複数の画線Ｂ及び画線Ｂ’いずれか又はその複数と、複数の画線Ｃ及び画線Ｃ
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’いずれか又はその複数とによって構成される。
【０２０９】
　尚かつ、画線Ａと画線Ａ’とは、図９１に示される線Ｌ１の角度である０度の軸もって
対向しており、相互にオンオフの関係にある。このオンオフの関係とは、例えば、一方が
黒（オン）のときは他方は白（オフ）、一方が有着色のときは他方は無着色であり、基本
的には双方ともに黒又は双方ともに白であることがないということである。そして、画線
Ａと画線Ａ’とは、面積が同一である。このような画線Ａと画線Ａ’とが存在することで
通常の可視条件下では視認されず、画線Ａのみにより第１の不可視画像（ネガ又はポジ）
、画線Ａ’のみにより第１の不可視画像（ポジ又はネガ）がそれぞれ形成されている。
【０２１０】
　同様に、画線Ｂと画線Ｂ’とは、線Ｌ２の軸もって対向してオンオフの関係にあり、か
つ、面積が同一である。画線Ｂのみにより第２の不可視画像（ネガ又はポジ）、画線Ｂ’
のみにより第２の不可視画像（ポジ又はネガ）がそれぞれ形成されている。さらに同様に
、画線Ｃと画線Ｃ’とは、線Ｌ３の角度の軸もって対向してオンオフの関係にあり、かつ
、面積が同一である。画線Ｃのみにより第３の不可視画像（ネガ又はポジ）、画線Ｃ’の
みにより第３の不可視画像（ポジ又はネガ）がそれぞれ形成されている。
【０２１１】
　次に、ｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）における個別の画線構成を図１００を用いて説明する。
まず、ｕｎｉｔ（ａ）にて構成される画線は、画線Ａがオンであり、その他はオフとして
いる。すなわち、画線Ａと、画線Ｂ’と、画線Ｃ’とがｕｎｉｔ（ａ）における主要画線
となっている。次に、ｕｎｉｔ（ｂ）にて構成される画線は、画線Ｂがオンであり、その
他はオフとしている。すなわち、画線Ｂと、画線Ａ’と、画線Ｃ’とがｕｎｉｔ（ｂ）に
おける主要画線となっている。次に、ｕｎｉｔ（ｃ）にて構成される画線は、画線Ｃがオ
ンであり、その他はオフとしている。すなわち、画線Ｃと、画線Ａ’と、画線Ｂ’とがｕ
ｎｉｔ（ｃ）における主要画線となっている。次に、ｕｎｉｔ（ｄ）にて構成される画線
は、画線Ａと画線Ｂがオンであり、その他はオフとしている。すなわち、画線Ａと、画線
Ｂと、画線Ｃ’とがｕｎｉｔ（ｄ）における主要画線となっている。次に、ｕｎｉｔ（ｅ
）にて構成される画線は、画線Ｂと画線Ｃがオンであり、その他はオフとしている。すな
わち、画線Ｂと、画線Ｃと、画線Ａ’とがｕｎｉｔ（ｅ）における主要画線となっている
。次に、ｕｎｉｔ（ｆ）にて構成される画線は、画線Ａと画線Ｃがオンであり、その他は
オフとしている。すなわち、画線Ａと、画線Ｃと、画線Ｂ’とがｕｎｉｔ（ｆ）における
主要画線となっている。次に、ｕｎｉｔ（ｇ）にて構成される画線は、画線Ａと画線Ｂと
画線Ｃとがオンであり、オフの画線は無い。すなわち、画線Ａと、画線Ｂと、画線Ｃとが
ｕｎｉｔ（ｇ）における主要画線となっている。次に、ｕｎｉｔ（ｈ）にて構成される画
線は、画線Ａ’と画線Ｂ’画線Ｃ’がオンであり、その他はオフとしている。すなわち、
画線Ａ’と、画線Ｂ’と、画線Ｃ’とがｕｎｉｔ（ｈ）における主要画線となっている。
【０２１２】
（１７）実施の形態１７
　本発明の実施の形態１７による偽造防止用印刷物について説明する。
【０２１３】
　図９９は、本実施の形態１７における印刷物に印刷された印刷模様３を構成するマトリ
クス状に配置されるｕｎｉｔを示した模式図である。線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３は、判別具
であるレンチキュラーレンズの中心線の角度と一致するもので、線Ｌ１は０度、線Ｌ２は
１２０度、線Ｌ３は６０度となっている。また、線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３それぞれ間隔は
、図９７で示された不可視画像を解像するための間隔Ｓ２の２倍に相当し、本実施の形態
１７では、例えば３４０μｍというように１ｍｍ以下の寸法としている。
【０２１４】
　図１００は、図９９の模式図に示される画線の配置に基づいて本実施の形態１７におけ
る８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示したものである。これら８種類のｕｎ
ｉｔは、図９８に示される画線領域（ａ）～（ｈ）に適用される。図１００（ａ）は、本
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実施の形態１７におけるｕｎｉｔ（ａ）を構成するものであり、画線Ａと、画線Ｂ’と、
画線Ｃ’とで構成されている。図１００（ｂ）は、本実施の形態１７におけるｕｎｉｔ（
ｂ）を構成するものであり、画線Ｂと、画線Ａ’と、画線Ｃ’とで構成されている。図１
００（ｃ）は、本実施の形態１７におけるｕｎｉｔ（ｃ）を構成するものであり、画線Ｃ
と、画線Ａ’と、画線Ｂ’とで構成されている。図１００（ｄ）は、本実施の形態１７に
おけるｕｎｉｔ（ｄ）を構成するものであり、画線Ａと、画線Ｂと、画線Ｃ’とで構成さ
れている。図１００（ｅ）は、本実施の形態１７におけるｕｎｉｔ（ｅ）を構成するもの
であり、画線Ｂと、画線Ｃと、画線Ａ’とで構成されている。図１００（ｆ）は、本実施
の形態１７におけるｕｎｉｔ（ｆ）を構成するものであり、画線Ａと、画線Ｃと、画線Ｂ
’とで構成されている。図１００（ｇ）は、本実施の形態１７におけるｕｎｉｔ（ｇ）を
構成するものであり、画線Ａと、画線Ｂと、画線Ｃとで構成されている。図１００（ｈ）
は、本実施の形態１７におけるｕｎｉｔ（ｈ）を構成するものであり、画線Ａ’と、画線
Ｂ’と、画線Ｃ’とで構成されている。
【０２１５】
　本実施の形態１７は、図１００に示される画線の配置と構成をもって図９８に示される
各々の領域に適用されたものである。これによって、図９６に示されたように、例えば、
レンチキュラーレンズから成る判別具２を印刷物１上の印刷模様３に重ね合わせ、正面か
ら目視で観察することによって、図９２に示された第１の不可視画像５、又は図９３に示
された第２の不可視画像６、又は図９４に示された第３の不可視画像７のそれぞれが可視
画像となって発現される。
【０２１６】
　本実施の形態１７によれば、印刷物上に単一の判別具を重ね合わせることによって、画
線Ａ及びＡ’、画線Ｂ及びＢ’、画線Ｃ及びＣ’で形成される不可視画像を容易に、かつ
、鮮明に発現させることが可能である。さらに、本実施の形態１７における印刷物を構成
する各画線を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防止効果が得られる上に、製版及
び印刷方法等について何ら限定しないため、コストを低減させることができる。
【０２１７】
（１８）実施の形態１８
　本発明の実施の形態１８による偽造防止用印刷物について説明する。
【０２１８】
　図１０１は、本実施の形態１８における印刷物に印刷された印刷模様３を構成するマト
リクス状に配置されるｕｎｉｔを示した模式図である。線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３は、判別
具であるレンチキュラーレンズの中心線の角度と一致するもので、線Ｌ１は０度、線Ｌ２
は１２０度、線Ｌ３は６０度となっている。また、線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３それぞれ間隔
は、図９７で示された不可視画像を解像するための間隔Ｓ４に相当し、本実施の形態１８
では、例えば３４０μｍというように１ｍｍ以下の寸法としている。
【０２１９】
　また、図１０１に示されたように、本実施の形態１８では、対となる画線の距離が他の
線画との距離よりも近く、また、対となる画線の距離は、同じ画線要素同士の距離よりも
近いのが特徴である。例えば、対となる画線Ａと画線Ａ’との距離は、画線Ｂ、画線Ｃ、
画線Ｂ’及び画線Ｃ’との距離よりも近い関係にあり、一方、同じ画線要素である、画線
Ａ同士及び画線Ａ’との距離においても、対となる画線Ａと画線Ａ’との距離のほうが近
い関係にあるのが特徴である。
【０２２０】
　さらに、本実施の形態１８では、対となる画線らを除く他の画線の多くは、対となる画
線間の距離よりも離れている。したがって、距離の離れている画線間には必要に応じて画
線Ｄ及び画線Ｅを設けても良い。なお、この画線Ｄ及び画線Ｅは、レンチキュラーレンズ
の中心線と一致する線Ｌ１、線Ｌ２及び線Ｌ３が、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、
画線Ｂ’及び画線Ｃ’のいずれかの中心に位置しているときには、レンチキュラーレンズ
の中心線と一致する線Ｌ１、線Ｌ２及び線Ｌ３のいずれも重ならない配置となっている。
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この画線Ｄ及び画線Ｅによって、第１の可視画像及び第２の可視画像を構成するものであ
る。すなわち、図１０３に示されたように、印刷物１の印刷模様３を、判別具２を用いず
通常の条件下で目視により観察すると、画線Ｄによって、任意の図形及び文字から成る模
様４が視認され、さらに、画線Ｅによって、任意の図形及び文字から成る模様８が視認さ
れる。これにより、様々なデザイン表現を施すことができる。
【０２２１】
　図１０２は、図１０１の模式図に示される画線の配置に基づいて本実施の形態１８にお
ける８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示したものである。なお、ｕｎｉｔ（
ａ）～（ｈ）それぞれに含まれる画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線
Ｃ’の役目は、基本的に上記実施の形態１７と同様で、本実施の形態１８は、図１０１の
模式図に示される画線の配置と構成をもって図９８に示される各々の領域に適用されたも
のである。
【０２２２】
　本実施の形態１８によれば、画線Ｄ及び画線Ｅを用いて自由度が高く意匠性を有する鮮
明な可視画像を、不可視画像の発現時における視認性を阻害することなく形成することが
できるため、有価証券等の印刷物においても有用である。また、印刷物上に単一の判別具
を重ね合わせることによって、画線Ａ及びＡ’、画線Ｂ及びＢ’、画線Ｃ及びＣ’で形成
される不可視画像を容易、かつ、鮮明に発現させることが可能である。さらに、本実施の
形態１８における印刷物を構成する各画線を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防
止効果が得られる上に、製版及び印刷方法等について何ら限定しないため、コストを低減
させることができる。
【０２２３】
（１９）実施の形態１９
　本発明の実施の形態１９による偽造防止用印刷物について説明する。
【０２２４】
　図１０４は、本実施の形態１９における印刷物に印刷された印刷模様３を構成するマト
リクス状に配置されるｕｎｉｔを示した模式図である。線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３は、判別
具であるレンチキュラーレンズの中心線の角度と一致するもので、線Ｌ１は０度、線Ｌ２
は１２０度、線Ｌ３は６０度となっている。また、線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３それぞれ間隔
Ｓは、図９７で示された不可視画像を解像するための間隔Ｓ１の４倍に相当し、本実施の
形態１９では、例えば３４０μｍというように１ｍｍ以下の寸法としている。
【０２２５】
　また、図１０４に示されたように、本実施の形態１９では、画線Ａ又は画線Ａ’と、画
線Ｂ又は画線Ｂ’画線Ｃ又は画線Ｃ’とが共有している。一例として、画線Ａと画線Ｂ’
と画線Ｃ’とが共有している画線と対になる画線は、画線Ａ’と画線Ｂと画線Ｃとが共有
している画線である。このように、画線要素をそれぞれ共有していても、図９２に示され
た第１の不可視画像５、又は図９３に示された第２の不可視画像６、又は図９４に示され
た第３の不可視画像７のそれぞれが可視画像となって発現される。
【０２２６】
　さらに、本実施の形態１９では、画線Ａ又は画線Ａ’と、画線Ｂ又は画線Ｂ’画線Ｃ又
は画線Ｃ’とが共有していることにより、六角形配列の中に、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、
画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線Ｃ’のいずれにも共有しない画線を設けることができる。つ
まり、この共有しない画線には必要に応じて画線Ｄ及び画線Ｅを設けても良い。なお、こ
の画線Ｄ及び画線Ｅは、レンチキュラーレンズの中心線と一致する線Ｌ１、線Ｌ２及び線
Ｌ３が、それぞれ共有されている画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線
Ｃ’のいずれかの中心に位置しているときには、レンチキュラーレンズの中心線と一致す
る線Ｌ１、線Ｌ２及び線Ｌ３のいずれも重ならない配置となっている。この画線Ｄ及び画
線Ｅによって、第１の可視画像を構成するものである。すなわち、図１０３に示されたよ
うに、印刷物１の印刷模様３を、判別具２を用いず通常の条件下で目視により観察すると
、画線Ｄによって、任意の図形及び文字から成る模様４が視認され、さらに、画線Ｅによ



(50) JP 4635160 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

って、任意の図形及び文字から成る模様８が視認される。これにより、様々なデザイン表
現を施すことができる。
【０２２７】
　図１０５は、図１０４の模式図に示される画線の配置に基づいて本実施の形態１９にお
ける８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示したものである。なお、ｕｎｉｔ（
ａ）～（ｈ）それぞれに含まれる画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線
Ｃ’の役目は、基本的に上記実施の形態１７と同様であるが、本実施の形態１９において
は、画線Ａ又は画線Ａ’と、画線Ｂ又は画線Ｂ’と、画線Ｃ又は画線Ｃ’とが共有してい
るのが特徴である。また、本実施の形態１９は、図１０４の模式図に示される画線の配置
と構成をもって図９８に示される各々の領域に適用されたものである。
【０２２８】
　本実施の形態１９によれば、画線Ｄ及び画線Ｅを用いて自由度が高く意匠性を有する鮮
明な可視画像を、不可視画像の発現時における視認性を阻害することなく形成することが
できるため、有価証券等の印刷物においても有用である。また、印刷物上に単一の判別具
を重ね合わせることによって、画線Ａ及びＡ’、画線Ｂ及びＢ’、画線Ｃ及びＣ’で形成
される不可視画像を容易、かつ、鮮明に発現させることが可能である。さらに、本実施の
形態１９における印刷物を構成する各画線を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防
止効果が得られる上に、製版及び印刷方法等について何ら限定しないため、コストを低減
させることができる。
【０２２９】
（２０）実施の形態２０
　本発明の実施の形態２０による偽造防止用印刷物について説明する。
【０２３０】
　図１０６は、本実施の形２０における印刷物に印刷された印刷模様３を構成するマトリ
クス状に配置されるｕｎｉｔを示した模式図である。線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３は、判別具
であるレンチキュラーレンズの中心線の角度と一致するもので、線Ｌ１は０度、線Ｌ２は
１２０度、線Ｌ３は６０度となっている。また、線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３それぞれ間隔Ｓ
は、図９７で示された不可視画像を解像するための間隔Ｓ４の３倍に相当し、本実施の形
態２０では、例えば３４０μｍというように１ｍｍ以下の寸法としている。
【０２３１】
　また、図１０６に示されたように、本実施の形態２０では、画線Ａ又は画線Ａ’と、画
線Ｂ又は画線Ｂ’と、画線Ｃ又は画線Ｃ’とが、それぞれの位置関係を六角形配列に保ち
つつ、個々の画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線Ｃ’が、レンチキュ
ラーレンズの中心線である線Ｌ１、線Ｌ２、又は線Ｌ３の角度方向に、同じ画線要素ごと
に少なくとも二つ以上連続して配置している。このため、本実施の形態２０は、実施の形
態１８又は実施の形態１９と比べてレンチキュラーレンズの中心線と接する画線領域が多
いので、図９２に示された第１の不可視画像５、又は図９３に示された第２の不可視画像
６、又は図９４に示された第３の不可視画像７のそれぞれが上記実施の形態１８又は実施
の形態１９よりも鮮明な可視画像となって現出される。
【０２３２】
　さらに、本実施の形態２０では、六角形配列の中の、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ
’、画線Ｂ’及び画線Ｃ’を除く位置に画線Ｄ及び画線Ｅを設けても良い。なお、この画
線Ｄ及び画線Ｅは、レンチキュラーレンズの中心線と一致する線Ｌ１、線Ｌ２及び線Ｌ３
が、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線Ｃ’のいずれかの中心に位置
しているときには、レンチキュラーレンズの中心線と一致する線Ｌ１、線Ｌ２及び線Ｌ３
のいずれも重ならない配置となっている。この画線Ｄ及び画線Ｅによって、第１の可視画
像及び第２の可視画像を構成するものである。すなわち、図１０３に示されたように、印
刷物１の印刷模様３を、判別具２を用いず通常の条件下で目視により観察すると、画線Ｄ
によって、任意の図形及び文字から成る模様４が視認され、さらに、画線Ｅによって、任
意の図形及び文字から成る模様８が視認される。これにより、様々なデザイン表現を施す
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ことができる。
【０２３３】
　図１０７は、図１０６の模式図に示される画線の配置に基づいて本実施の形態２０にお
ける８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示したものである。なお、ｕｎｉｔ（
ａ）～（ｈ）それぞれに含まれる画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線
Ｃ’の役目は、基本的に上記実施の形態１７と同様で、本実施の形態２０は、図１０６の
模式図に示される画線の配置と構成をもって図９８に示される各々の領域に適用されたも
のである。
【０２３４】
　本実施の形態２０によれば、画線Ｄ及び画線Ｅを用いて自由度が高く意匠性を有する鮮
明な可視画像を、不可視画像の発現時における視認性を阻害することなく形成することが
できるため、有価証券等の印刷物においても有用である。また、印刷物上に単一の判別具
を重ね合わせることによって、画線Ａ及びＡ’、画線Ｂ及びＢ’、画線Ｃ及びＣ’で形成
される不可視画像を容易、かつ、鮮明に発現させることが可能である。さらに、本実施の
形態２０における印刷物を構成する各画線を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防
止効果が得られる上に、製版及び印刷方法等について何ら限定しないため、コストを低減
させることができる。
【０２３５】
（２１）実施の形態２１
　本発明の実施の形態２１による偽造防止用印刷物について説明する。
【０２３６】
　図１０８は、本実施の形態２１における印刷物に印刷された印刷模様３を構成するマト
リクス状に配置されるｕｎｉｔを示した模式図である。線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３は、判別
具であるレンチキュラーレンズの中心線の角度と一致するもので、線Ｌ１は０度、線Ｌ２
は１２０度、線Ｌ３は６０度となっている。また、線Ｌ１、線Ｌ２、線Ｌ３それぞれ間隔
Ｓは、図９７で示された不可視画像を解像するための間隔Ｓ４の３倍に相当し、本実施の
形態２１では、例えば３４０μｍというように１ｍｍ以下の寸法としている。なお、上記
実施の形態２０とは見た目の印象は異なっているが、六角形配列における各画線要素の位
置関係は、上記実施の形態２０と基本的に同じ画線配置となっている。
【０２３７】
　また、図１０８に示されたように、本実施の形態２１では、画線Ａ又は画線Ａ’と、画
線Ｂ又は画線Ｂ’と、画線Ｃ又は画線Ｃ’とが、それぞれの位置関係を六角形配列に保ち
つつ、個々の画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線Ｃ’が、レンチキュ
ラーレンズの中心線である線Ｌ１、線Ｌ２、又は線Ｌ３の角度方向に伸長している。この
ため、本実施の形態２１は、上記実施の形態１８乃至実施の形態２０と比べてレンチキュ
ラーレンズの中心線と接する画線領域が多いので、図９２に示された第１の不可視画像５
、又は図９３に示された第２の不可視画像６、又は図９４に示された第３の不可視画像７
のそれぞれが上記実施の形態１８乃至実施の形態２０よりも鮮明な可視画像となって現出
される。
【０２３８】
　さらに、本実施の形態２１では、六角形配列の中の、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ
’、画線Ｂ’及び画線Ｃ’を除く位置に画線Ｄ及び画線Ｅを設けても良い。なお、この画
線Ｄ及び画線Ｅは、レンチキュラーレンズの中心線と一致する線Ｌ１、線Ｌ２及び線Ｌ３
が、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線Ｃ’のいずれかの中心に位置
しているときには、レンチキュラーレンズの中心線と一致する線Ｌ１、線Ｌ２及び線Ｌ３
のいずれも重ならない配置となっている。この画線Ｄ及び画線Ｅによって、第１の可視画
像及び第２の可視画像を構成するものである。また、すなわち、図１０３に示されたよう
に、印刷物１の印刷模様３を、判別具２を用いず通常の条件下で目視により観察すると、
画線Ｄによって、任意の図形及び文字から成る模様４が視認され、さらに、画線Ｅによっ
て、任意の図形及び文字から成る模様８が視認される。これにより、様々なデザイン表現
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を施すことができる。
【０２３９】
　図１０９は、図１０８の模式図に示される画線の配置に基づいて本実施の形態２１にお
ける８種類のｕｎｉｔ（ａ）～（ｈ）の画線構成を示したものである。なお、ｕｎｉｔ（
ａ）～（ｈ）それぞれに含まれる画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線
Ｃ’の役目は、基本的に上記実施の形態１７と同様で、本実施の形態２１は、図１０８の
模式図に示される画線の配置と構成をもって図９８に示される各々の領域に適用されたも
のである。
【０２４０】
　本実施の形態２１によれば、画線Ｄ及び画線Ｅを用いて自由度が高く意匠性を有する鮮
明な可視画像を、不可視画像の発現時における視認性を阻害することなく形成することが
できるため、有価証券等の印刷物においても有用である。また、印刷物上に単一の判別具
を重ね合わせることによって、画線Ａ及びＡ’、画線Ｂ及びＢ’、画線Ｃ及びＣ’で形成
される不可視画像を容易、かつ、鮮明に発現させることが可能である。さらに、本実施の
形態２１における印刷物を構成する各画線を同一色とした単色印刷のみでも十分な偽造防
止効果が得られる上に、製版及び印刷方法等について何ら限定しないため、コストを低減
させることができる。
【０２４１】
（２２）実施の形態２２
　上記実施の形態１７乃至実施の形態２１では、レンチキュラーレンズ等の判別具を用い
て視認することができる少なくとも一種類以上の不可視画像を設けた偽造防止用印刷物を
説明したが、本実施の形態２２による偽造防止用印刷物では、レンチキュラーレンズ等の
判別具を用いて視認することができる少なくとも一種類以上の不可視画像に加え、判別具
を用いずとも視認できる不可視画像を施した例について説明する。
【０２４２】
　図１１０は、本実施の形態２２における画線構成を示したものである。基本的な画線構
成は、図１０８に示された画線の配置と同様である。図１１０に画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ
、画線Ａ’、画線Ｂ’、画線Ｃ’、画線Ｄ及び画線Ｅは、光輝性材料を含むインキ、例え
ば金属光沢を有する銀インキ等で印刷された印刷模様３を構成している。そして、印刷模
様３における画線Ｄ上に、任意の有色、例えば薄紫色インキから成る画線Ｆを印刷してい
る。この画線Ｆは、画線Ｄにて構成される第１可視画像並びに画線Ｅにて構成される第２
可視画像とは別に、印刷物の観察条件によって現出する画像を構成するものである。本実
施の形態２２では、画線Ｆの配置にて「Ｎ」の文字を構成している。また、本実施の形態
２２における画線Ｃの画線面積は、画線Ｆと同じ又は画線Ｆよりも大きい。なお、本実施
の形態２２における光輝性材料並びに有色インキは何ら限定するものではい。
【０２４３】
　図１１１は、本実施の形態２２における印刷模様３が印刷された印刷物１において、印
刷物１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源９と視点１０
と印刷物１の三つの位置関係を図示したものである。照明光源９と視点１０と印刷物１が
図１１１（ａ）の位置関係にあるとき、拡散光領域で観察したことになり、照明光源９と
視点１０と印刷物１が図１１１（ｂ）の位置関係にあるとき、正反射光領域で観察したこ
とになる。
【０２４４】
　図１１１（ａ）で示されたように、拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図１
１２（ａ）で示されたように、印刷模様３上に施された薄紫色の画線Ｆが視認され難くな
り、主として銀インキから成る画線Ｄ及びＥで構成された可視画像１及び２が視認できる
状態となる。一方、図１１１（ｂ）に示されたように、正反射光領域で印刷物１を目視で
観察した場合、図１１２（ｂ）で示されたように、銀インキから成る画線Ａ、画線Ｂ、画
線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’、画線Ｃ’、画線Ｄ及び画線Ｅは、正反射光がもたらす光輝性
の作用によって明度が高まり、光輝性の作用を有さない薄紫色インキから成る画線Ｆのみ
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が強調されて視認される。したがって、画線Ｆの配置で構成した「Ｎ」の文字が観察され
る。
【０２４５】
（２３）実施の形態２３
　本実施の形態２３は実施の形態２２と同様に、レンチキュラーレンズ等の判別具を用い
て視認することができる少なくとも一種類以上の不可視画像に加え、判別具を用いずとも
視認できる不可視画像を施した例について説明する。
【０２４６】
　本実施の形態２３における基本的な画線構成は、図１０８に示された画線の配置と同様
であり、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’、画線Ｃ’、画線Ｄ及び画線Ｅは
、光輝性材料を含むインキ、例えば金属光沢を有する銀インキ等で印刷された印刷模様３
を構成している。そして、印刷模様３上に無色透明材料、例えば透明ニス等から成る模様
Ｇを印刷している。この模様Ｇは、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’、画線
Ｃ’、画線Ｄ及び画線Ｅの配置と特別な位置関係は無い。本実施の形態２３では、模様Ｇ
の配置にて「Ｎ」の文字を構成している。模様Ｇは、文字、数字、図柄、絵柄、ロゴマー
ク等、特に限定されるものではない。なお、本実施の形態２３における光輝性材料及び無
色透明材料は何ら限定するものではい。
【０２４７】
　図１１１は、本実施の形態２３における印刷模様３が印刷された印刷物１において、印
刷物１を拡散光領域と正反射光領域とで観察したときのそれぞれの照明光源９と視点１０
と印刷物１の三つの位置関係を図示したものである。照明光源９と視点１０と印刷物１が
図１１１（ａ）の位置関係にあるとき、拡散光領域で観察したことになり、照明光源９と
視点１０と印刷物１が図１１１（ｂ）の位置関係にあるとき、正反射光領域で観察したこ
とになる。
【０２４８】
　図１１１（ａ）で示されたように、拡散光領域で印刷物１を目視で観察した場合、図１
１３（ａ）で示されたように、印刷模様３上に施された無色透明材料から成る模様Ｇは完
全に透過しているので、主として銀インキから成る画線Ｄ及びＥで構成された二種類の可
視画像が視認できる状態となる。一方、図１１１（ｂ）に示されたように、正反射光領域
で印刷物１を目視で観察した場合、図１１３（ｂ）で示されたように、銀インキから成る
画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’、画線Ｃ’、画線Ｄ及び画線Ｅは、正反射
光がもたらす光輝性の作用によって明度が高まり、無色透明材料から成る模様Ｇの部分に
ついては、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’、画線Ｃ’、画線Ｄ及び画線Ｅ
の光輝性の作用が抑制される。これにより、模様Ｇのみが光輝性の違いで強調されて視認
される。したがって、模様Ｇの配置で構成した「Ｎ」の文字が観察される。模様Ｇは、文
字、数字、図柄、絵柄、ロゴマーク等、特に限定されるものではない。
【０２４９】
　上記実施の形態１７至２３のいずれかにおいて、例えば、０°の方向に沿って配置され
た画線Ａと、画線Ａと同一方向に配置された画線Ａ’が一対となって形成された第１の画
線要素が一定のピッチで複数配置され、６０°の方向に沿って配置された画線Ｂと、画線
Ｂと同一方向に配置された画線Ｂ’が一対となって形成された第２の画線要素が一定のピ
ッチで複数配置され、１２０°の方向に沿って配置された画線Ｃと、画線Ｃと同一方向に
配置された画線Ｃ’が一対となって形成された第３の画線要素が一定のピッチで複数配置
される。さらに、一対となって形成された画線Ａと画線Ａ’の面積が同一であり、一対と
なって形成された画線Ｂと画線Ｂ’の面積が同一であり、一対となって形成された画線Ｃ
と画線Ｃ’の面積が同一の必要がある。なお、一対となって形成された画線同士の面積が
同一であれば良く、画線ＡＢＣ、画線Ａ’Ｂ’ Ｃ’のそれぞれの画線面積は異なってい
ても良い。さらに、ある一つの一対となって形成された画線Ａと画線Ａ’と、他の一対と
なって形成された画線Ａと画線Ａ’面積も異なっていても良い。また、ある一つの一対と
なって形成された画線Ｂと画線Ｂ’と、他の一対となって形成された画線Ｂと画線Ｂ’面
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と、他の一対となって形成された画線Ｃと画線Ｃ’面積も異なっていても良い。
【０２５０】
　上記実施の形態１７乃至２３のいずれかにおいて、画線Ａと画線Ａ’からなる各々の第
１の画線要素はオンオフの関係によって第１の不可視画像を形成し、画線Ａによって第１
の不可視画像のポジ画像又はネガ画像の一方が形成され、画線Ａ’によって第１の不可視
画像のネガ画像又はポジ画像の他方が形成される。また、画線Ｂと画線Ｂ’からなる各々
の第２の画線要素はオンオフの関係によって第２の不可視画像を形成し、画線Ｂによって
第２の不可視画像のポジ画像又はネガ画像の一方が形成され、画線Ｂ’によって第２の不
可視画像のネガ画像又はポジ画像の他方が形成される。さらに、画線Ｃと画線Ｃ’からな
る各々の第３の画線要素はオンオフの関係によって第３の不可視画像を形成し、画線Ｃに
よって第３の不可視画像のポジ画像又はネガ画像の一方が形成され、画線Ｃ’によって第
３の不可視画像のネガ画像又はポジ画像の他方が形成される。第１の不可視画像、第２の
不可視画像及び第３の不可視画像は、文字、数字、図柄、絵柄、ロゴマーク等、特に限定
されるものではない。
【０２５１】
　上記実施の形態１７乃至２３のいずれかにおいて、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’
、画線Ｂ’及び画線Ｃ’の形状及び色を同一の構成にすることによって、偽造防止用印刷
物にレンチキュラーレンズを重ねた場合において、三つの不可視画像が同色で視認性され
る。また、別の形態としては、画線Ａと画線Ａ’から成る第１の画線要素と、画線Ｂと画
線Ｂ’から成る第２の画線要素と、画線Ｃ及び画線Ｃ’から成る第３の画線要素の色が互
いに異なる構成にすることによって、偽造防止用印刷物にレンチキュラーレンズを重ねた
場合において、三つの不可視画像がそれぞれ異なる色で視認される。この構成では可視画
像の色彩と、レンチキュラーレンズを重ねて観察した場合の不可視画像の色彩が異なるた
め、容易に不可視画像が確認できる効果を有する。
【０２５２】
　上記実施の形態１７乃至２３のいずれかにおいて、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’
、画線Ｂ’及び画線Ｃ’の画線の形状は、それぞれ円形の形状、それぞれ半円形以下の形
状、それぞれ多角形の形状を有することが好ましい。この形状によって、三つの不可視画
像は、レンチキュラーレンズを重ねない段階での三つの不可視画像の不可視性に優れ、か
つ、レンチキュラーレンズを重ねた場合において、三つの不可視画像の視認性が向上する
。
【０２５３】
　画線Ｄと画線Ｅは、画線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線Ｃ’の画線
が存在しない領域に配置される。また、実施の形態１７～２３は、画線Ｄと画線Ｅは、画
線Ａ、画線Ｂ、画線Ｃ、画線Ａ’、画線Ｂ’及び画線Ｃ’のいずれかの画線で配列された
六角形配列内又は三角形配列内の中心に配置されることが好ましい。この形状によって、
三つの不可視画像は、レンチキュラーレンズを重ねた場合において、三つの不可視画像の
視認性が向上する。
【０２５４】
　上記実施の形態１７～２３によれば、単一の判別具により鮮明な発現が可能な三つの不
可視画像が形成されるとともに、三つの不可視画像を特定の方向で配列することにより、
不可視画像を発現させた時に可視画像によって視認性が阻害されない偽造防止用印刷物が
提供される。
【０２５５】
　上記実施の形態１乃至２３のいずれかに記載されている「面積が同一」とは、印刷機、
プリンタ等においてインキが転移された画線面積のばらつきの範囲内も含むことを意味す
る。
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